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条例  
 

 甲府市成年後見制度利用促進審議会条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１号 

   甲府市成年後見制度利用促進審議会条例 

（設置） 

第１条 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）第  

２３条第２項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項

を調査審議するため、甲府市成年後見制度利用促進審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 成年後見制度に関し識見を有する者 

⑵ 甲府市地域包括支援センター運営協議会を代表する者 

⑶ 甲府市地域自立支援協議会を代表する者 

⑷ 甲府市社会福祉協議会を代表する者 

⑸ その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委 

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に 

出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。 

  附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年  

１０月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表中２０の４の項を２０の５の項とし、２０の３の項の次に次の１項を加え

る。 

２０の４ 成年後見制度利用促進審議会 会長 日額 ８，９００円 

委員 日額 ８，２００円 
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 甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例をこ 

こに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２号 

甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

第３章 運営に関する基準（第６条～第３１条） 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３２条） 

第５章 雑則（第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 

う。）第４７条第１項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づき、

指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下

同じ。）及び基準該当居宅介護支援（法第４７条第１項第１号に規定する基準該

当居宅介護支援をいう。第３２条において同じ。）の事業の人員及び運営に関す

る基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利 

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に 
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応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、 

多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるもので 

なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業 

者をいう。以下同じ。）は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意

思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅

サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同  

じ。）が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者（法第４１条第１項に規定す 

る指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。）等に不当に偏することのないよ 

う、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村（特別区を含  

む。以下同じ。）、法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センタ  

ー、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２第１項に規定す 

る老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業 

者（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。第１５条第  

２８号及び第２９号において同じ。）、介護保険施設、障害者の日常生活及び社 

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の 

１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければ 

ならない。 

（暴力団の排除） 

第３条 指定居宅介護支援事業者は、役員等（法第７０条第２項第６号に規定する 

 役員等をいう。）及びその従業者が甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例 

 第２号）第２条第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

第２章 人員に関する基準 

（介護支援専門員の員数） 

第４条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護 

支援事業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる 

介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごとに１ 

とする。 
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（管理者） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者 

を置かなければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６  

号）第１４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員でなければなら 

ない。 

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。 

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合 

⑵ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する

指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第３章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら 

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２０条に規定する運営規程の概要そ 

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条 

において「重要事項」という。）を記載した文書を交付して説明を行い、当該提

供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ 

め、居宅サービス計画が第２条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作 

成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう 

求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ 

め、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必 

要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該

病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合 

には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、 

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電 
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子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって 

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供する 

ことができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を 

交付したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家 

族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信 

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに 

記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧 

に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられた 

ファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨 

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業 

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事

項を記録したものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力する 

ことによる文書を作成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に 

係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通 

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により重要事項を提供しようとする 

ときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電 

磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければな 

らない。 

⑴ 第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその 

家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が 
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あったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方 

法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の 

規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒 

んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施 

地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域 

をいう。第１２条第２項及び第２０条第５号において同じ。）等を勘案し、利用 

申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた 

場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければ 

ならない。 

（受給資格等の確認） 

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合に 

は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及 

び要介護認定の有効期間を確認するものとする。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請につい 

て、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認

定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われている

かどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏ま

えて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受 

けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、必要な援 

助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員 

に身分を証する書類を携行させ、初回の訪問時及び利用者又はその家族から求め 
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られたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規 

定に基づき居宅介護サービス計画費（法第４６条第２項に規定する居宅介護サー

ビス計画費をいう。以下この項において同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者

に支払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受

ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をい  

う。以下この章において同じ。）の額と、居宅介護サービス計画費の額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の 

実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに 

要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項の交通費に係るサービスの提供に当たって  

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につ 

いて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について利用料 

の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援の提供に 

係る証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第１４条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行 

われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならな  

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を 

行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規定する基本方針及び前条に規定 

する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

⑴ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の

作成に関する業務を担当させるものとする。 
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⑵ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用

者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

⑶ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立し

た日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応

じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなけれ

ばならない。 

⑷ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生

活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス（法第２４条第２項に規

定する介護給付等対象サービスをいう。第１８条第１号において同じ。）以外

の保健医療サービス又は福祉サービス、地域の住民による自発的な活動による

サービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければ

ならない。 

⑸ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者に

よるサービスの選択に資するよう、地域における指定居宅サービス事業者等に

関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して

提供するものとする。 

⑹ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービ

ス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明

らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で

解決すべき課題を把握しなければならない。 

⑺ 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（次号及び第１３

号並びに第３１条第２項第２号イにおいて「アセスメント」という。）に当た

っては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければ

ならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びそ

の家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

⑻ 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果

に基づき、利用者の家族の希望及び地域における指定居宅サービス等が提供さ

れる体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対
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応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家

族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提

供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用

料、サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案

を作成しなければならない。 

⑼ 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計

画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス

計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この号、第１１号

及び第１６号において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下

同じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとと

もに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に

限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条におい

て「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合その他のや

むを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求

めることができるものとする。 

⑽ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス

等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービ

ス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により

利用者の同意を得なければならない。 

⑾ 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス

計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 

⑿ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者

等に対して、山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例

（平成２４年山梨県条例第５８号）に規定する訪問介護計画その他の計画の提

出を求めるものとする。 

⒀ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状

況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に

応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その

他の便宜の提供を行うものとする。 
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⒁ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他

の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者

の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

⒂ 介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下この号及び第

３１条第２項第２号エにおいて「モニタリング」という。）に当たっては、利

用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことと  

し、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

⒃ 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催

により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合につ

いては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

ア 要介護認定を受けている利用者が法第２８条第２項に規定する要介護更新

認定を受けた場合 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第２９条第１項に規定する要介護状態

区分の変更の認定を受けた場合 

⒄ 第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計画の

変更について準用する。 

⒅ 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ

効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営

むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しく

は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う

ものとする。 

⒆ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする要介

護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、

あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

⒇ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪

問介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位
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置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画

に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村

に届け出なければならない。 

（２１） 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て

主治の医師等の意見を求めなければならない。 

（２２） 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際に

は、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

（２３） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション

等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治

の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指

定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係

る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意

点を尊重してこれを行うものとする。 

（２４） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の

維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と

認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日

数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならな

い。 

（２５） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を

記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して

福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与

を受ける必要がある場合には、その理由を居宅サービス計画に記載しなければ

ならない。 

（２６） 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要

な理由を記載しなければならない。 

（２７） 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第７３条第２項に規
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定する認定審査会意見又は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サー

ビス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用

者にその趣旨（同項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サー

ビスの種類については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理

解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならな

い。 

（２８） 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場

合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等

の連携を図るものとする。 

（２９） 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき、指

定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たって

は、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護

支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

（３０） 指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同

条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の

提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力する

よう努めなければならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１６条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村（法第４１条第１０項の規定 

により同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連

合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する

国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合にあっては、

当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられ

ている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス（法第４１条第６項の規

定により居宅介護サービス費が利用者に代わり指定居宅サービス事業者に支払わ

れる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。）として位

置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当 

居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記 

載した文書を、市町村（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合 
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にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければならない。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を 

希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他

利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計

画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次 

の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこ

と等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとした

とき。 

（管理者の責務） 

第１９条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介 

護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調 

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援 

専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うも 

のとする。 

（運営規程） 

第２０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げ 

る事業の運営についての重要事項に関する規程（第２４条において「運営規程」

という。）を定めなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 
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⑹ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提 

供することができるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他 

の従業者の勤務の体制を定めなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介 

護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければな 

らない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限りでない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、その資質の向上のための 

研修の機会を確保しなければならない。 

（設備及び備品等） 

第２２条 指定居宅介護支援事業所には、事業を行うために必要な広さの区画を設 

けるほか、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら 

ない。 

（従業者の健康管理） 

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態 

について、必要な管理を行わなければならない。 

（掲示） 

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所 

に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービ 

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持） 

第２５条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理 

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな  

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正 

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが 

ないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情 

報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は 
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当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。 

（広告） 

第２６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をす 

る場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等） 

第２７条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅 

サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の

指示等を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変 

更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用す 

べき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更 

に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させ 

ることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益 

を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第２８条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが 

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「指定居宅

介護支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容 

等を記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第２３ 

条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市 

町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町 

村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合におい 

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善 

の内容を市町村に報告しなければならない。 

- 20 -



 

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第４１条 

第１項に規定する指定居宅サービス又は法第４２条の２第１項に規定する指定地 

域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、 

利用者に対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に 

関して国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力す 

るとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会か 

ら同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要 

な改善を行わなければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合 

には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に 

より事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとと 

もに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に 

ついて記録しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠 

償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分 

するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな 

ければならない。 

（記録の整備） 

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記 

録を整備しなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する 

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 第１５条第１３号の規定による指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関 

  する記録 
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⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ア 居宅サービス計画 

イ 第１５条第７号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第１５条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第１５条第１５号に規定するモニタリングの結果の記録 

⑶ 第１８条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 第２８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 第２９条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい 

ての記録 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準 

（準用） 

第３２条 第２条、第３条、第２章及び第３章（第２８条第６項及び第７項を  

除く。）の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合に

おいて、第６条第１項中「第２０条」とあるのは、「第３２条において準用する

第２０条」と、第１２条第１項中「指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定

に基づき居宅介護サービス計画費（法第４６条第２項に規定する居宅介護サービ

ス計画費をいう。以下この項において同じ。）が当該指定居宅介護支援事業者に

支払われる場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」

と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第４７条第３項に規定する

特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

第５章 雑則 

 （委任） 

第３３条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１５条第２０号の 

規定は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ 平成３３年３月３１日までの間は、第５条第２項の規定にかかわらず、介護支 

援専門員（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護

支援専門員を除く。）を第５条第１項に規定する管理者とすることができる。 

３ 第３１条第２項（第３２条において準用する場合を含む。）の規定は、この条 
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例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に完結する記録について適用す  

る。この場合において、施行日前に完結し、現に存する記録（その完結の日から 

５年を経過していないものに限る。）にあっては、施行日からその完結の日以後 

５年を経過する日までの間、保存するよう努めなければならない。 
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 甲府市個人情報保護条例及び甲府市情報公開条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３号 

甲府市個人情報保護条例及び甲府市情報公開条例の一部を改正する条例 

（甲府市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 甲府市個人情報保護条例（平成１５年１２月条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１号を次のように改める。 

⑴ 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをい 

う。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図面若しく

は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、

若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の

事項（個人識別符号（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５８号）第２条第３項に規定する個人識別符号をい

う。以下同じ。）を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特

定の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

第２条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第 

１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯

罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利
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益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める

記述等が含まれる個人情報をいう。 

第５条第３項中「思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原

因となるおそれのある個人情報」を「要配慮個人情報」に改める。 

第６条中「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録（以下「電磁的記録」という。）」を「電磁的記

録」に改める。 

第１３条第１項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

第１６条第４号中「含む。）」の次に「若しくは個人識別符号が含まれるも

の」を加える。 

第１７条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。 

（甲府市情報公開条例の一部改正） 

第２条 甲府市情報公開条例（平成１２年１２月条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第２号中「記述等」の次に「（文書、図面若しくは電磁的記録に記載さ

れ、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事

項をいう。次条第２項において同じ。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４号 

   甲府市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

甲府市職員の定年等に関する条例（昭和５９年７月条例第３１号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第３条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加

える。 

 ⑵ 保健所業務に従事する医師 年齢６８年 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

 第１章の章名を次のように改める。 

   第１章 この市が行う国民健康保険の事務 

 第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

 第２条中「以下」を「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」 

という。）第１１条第２項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協 

議会をいう。以下」に改める。 

 第７条中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」とい 

う。）」を「法」に改める。 

 第１０条の２中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第２９ 

条の７第１項」を「第２９条の７第１項第１号」に、「同項に規定する後期高齢者 

支援金等賦課額」を「同項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額」に、「同 

項に規定する介護納付金賦課被保険者」を「同項第３号に規定する介護納付金賦課 

被保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「同号に規定する介護納付 

金賦課額」に改める。 

 第１０条の３第１号及び第２号を次のように改める。 

 ⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 療養の給付に要する費用（一般被保検者に係るものに限る。）の額から当 

該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養  
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費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別 

療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用  

（一般被保険者に係るものに限る。）の額 

  イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えられた 

法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条にお 

いて同じ。）の納付に要する費用（県が行う国民健康保険の一般被保険者に 

係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢 

者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金  

等」という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下  

「病床転換支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３  

号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費 

用に充てる部分を除く。）の額 

  ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 

  エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還 

に要する費用の額 

  オ 保健事業に要する費用の額 

  カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要す 

る費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額 

から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事 

療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、 

特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費 

用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業 

費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において 

負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付 

に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保 

険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

 ⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法第７４条の規定による補助金の額 

  イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民
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健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換

支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この

イにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けら 

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除 

く。）の額 

  ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて 

「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の 

給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０ 

条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係る 

ものを除く。）の額 

  エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要す 

る費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替え 

られた法第７２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付 

費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限  

る。）を除く。）の額 

 第１２条第１項中「その世帯に属する一般被保険者について」を削る。 

 第１４条第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」 

に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改め、同項第３号ア中「初日」

を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して

算定した数」に改める。 

 第１４条の５の２第１号及び第２号を次のように改める。 

 ⑴ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民 

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換 

支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う国民健康保険の一 

般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。） 

 ⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付 

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るもの 

に限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業 

費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 
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  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付 

に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読 

み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 第１４条の５の５第１項第１号中「一般被保険者に係る」を削り、「額を」の次

に「一般被保険者に係る」を加え、同項第２号中「一般被保険者に係る」を削り、

「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を

勘案して算定した数」に改め、同項第３号ア中「初日」を「前年度及びその直前の

２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改める。 

 第１４条の６第１号及び第２号を次のように改める。 

 ⑴ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民 

健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に 

充てる部分に限る。次号において同じ。） 

 ⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付 

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るもの 

に限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業 

費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付 

に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読 

み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

 第１４条の９第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年

度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改め、同項第３号中「初

日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案

して算定した数」に改める。 

 第２１条の２第２項中「届出は」を「届出に当たり」に、「を提示して行わなけ 

れば」を「の提示を求められた場合においては、これを提示しなければ」に改め 

る。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、平成３０年度以後 
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の年度分の保険料について適用し、平成２９年度分までの保険料については、な 

お従前の例による。 
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 甲府市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第６号 

   甲府市介護保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市介護保険条例（平成１２年３月条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成  

３２年度」に改め、同項第１号中「３万５，２３０円」を「３万８，８９０円」に

改め、同項第２号中「５万２，８５０円」を「５万８，３３０円」に改め、同項第

３号中「６万３，４２０円」を「７万円」に改め、同項第４号中「７万４７０円」

を「７万７，７８０円」に改め、同項第５号中「８万４，５６０円」を「９万 

３，３３０円」に改め、同号ア中「をいう」を「をいい、租税特別措置法（昭和  

３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第  

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額とする」に改め、同項第６号中「８万 

８，０８０円」を「９万７，２２０円」に改め、同項第７号中「９万１，６１０

円」を「１０万１，１１０円」に改め、同項第８号中「１０万５，７００円」を

「１１万６，６７０円」に改め、同号ア中「２９０万円」を「３００万円」に改

め、同項第９号中「１２万３，３２０円」を「１３万６，１１０円」に改め、同項

第１０号中「１４万９４０円」を「１５万５，５６０円」に改め、同項第１１号中

「１４万７，９８０円」を「１６万３，３３０円」に改め、同項第１２号中「１５

万５，０３０円」を「１７万１，１１０円」に改め、同項第１３号中「１６万 

２，０８０円」を「１７万８，８９０円」に改め、同条第２項中「平成２７年度か

ら平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２年度」に、「３万１，７１０円」
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を「３万５，０００円」に改める。 

第２５条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の甲府市介護保険条例（以下「新条例」という。）の規 

定は、平成３０年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２９年度分まで

の保険料については、なお従前の例による。 

３ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３９条第１項第２号に掲げ 

る第１号被保険者に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保

険料率は、同号の規定にかかわらず、５万４，４４０円とする。 

４ 新条例第６条第１項第８号アに規定する合計所得金額が２９０万円から３００ 

万円未満の者の平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、１３万６，１１０円とする。 
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 甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係 

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第７号 

甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

甲府市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係 

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６年 

１２月条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第

１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。 

 第６条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス事

業者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同

じ。）等を紹介するよう求めることができる」に改め、同条第７項を同条第８項と

し、同条第６項各号列記以外の部分中「第３項」を「第４項」に改め、同項第１号

中「第３項各号」を「第４項各号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中

「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項

を同条第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじ 

め、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必 

要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝える 
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よう求めなければならない。 

第１５条第１項中「（同条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をい

う。第３０条第２項第１号及び第３２条において同じ。）」を削る。 

第３２条第９号中「のために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本とし

つつ、」を加え、同条第１４号の次に次の１号を加える。 

⒁の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の 

提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能そ 

の他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利 

用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとす 

る。 

第３２条第２１号中「次号」の次に「及び第２２号」を加え、同号の次に次の１ 

号を加える。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際 

には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

 第３３条第１号中「口腔
くう

機能」を「口腔機能」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 甲府市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準のうち、申請者の法 

人格の有無に係る基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第８号 

甲府市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準のうち、申請者

の法人格の有無に係る基準を定める条例の一部を改正する条例 

甲府市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準のうち、申請者の法

人格の有無に係る基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「第７８条の２第４項第１号」の次に「、第７９条第２項第１号」を、

「指定地域密着型サービス事業者」の次に「、指定居宅介護支援事業者」を加え

る。 

 第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の資格） 

第３条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、法人である者とする。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第９号 

   甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

 甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２４年１２月条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営 

        「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第６０条の 

         第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備 

２０の２・第６０条の２０の３） 

及び運営に関する基準     」 

 第１条中「という。）」の次に「第７８条の２の２第１項並びに」を加える。 

第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請に係る法第  

 ４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをい

う。 

 第７条第１項第２号中「（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当た

る介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この章に

おいて同じ。）」を削り、同条第２項中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従

事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」

に改め、同条第５項中「、午後６時から午前８時までの間において」を削り、同項

に次の１号を加える。 

⑿ 介護医療院 

に関する基準」を 

に改める。 
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 第７条第７項及び第８項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、同条

第１２項中「第１９２条第１０項」を「第１９２条第１４項」に改める。 

 第３３条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。 

 第４０条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第５項中「場合には」の次に

「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければならない」を

「行わなければならない」に改める。 

 第４８条第２項中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な

者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改める。 

 第６０条の１８の見出し中「事故発生事」を「事故発生時」に改める。 

 第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第６０条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以下 

この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を行う

指定生活介護事業者（山梨県指定障害福祉サービスの事業等に関する基準等を定

める条例（平成２４年山梨県条例第６８号。以下この条において「指定障害福祉

サービス等条例」という。）第８１条第１項に規定する指定生活介護事業者をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等条例第  

１４４条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自

立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等条例第１５４条第１項に規

定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者

（山梨県指定通所支援の事業等に関する基準等を定める条例（平成２４年山梨県

条例第６６号。以下この条において「指定通所支援条例」という。）第７条第１

項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をい

う。以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援

（指定通所支援条例第６条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号において

同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指

定通所支援条例第７４条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をい

い、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービ
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ス（指定通所支援条例第７３条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）

を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおり

とする。 

⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等条例第８１条第１項に規定す 

る指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障

害福祉サービス等条例第１４４条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）

事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス

等条例第１５４条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をい

う。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援条例第７条第１項に規定する

指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指

定通所支援条例第７４条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所を

いう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」という。）の従業者

の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉

サービス等条例第８０条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練

（機能訓練）（指定障害福祉サービス等条例第１４３条に規定する指定自立訓

練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービ

ス等条例第１５３条に規定する指定自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児

童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この号において「指定生活介

護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着

型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護

事業所等として必要とされる数以上であること。 

⑵ 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた  

め、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を

受けていること。 

（準用） 

第６０条の２０の３ 第１０条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、第 

２１条、第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、第５４

条、第６０条の２及び第６０条の６から第６０条の１９までの規定は、共生型地

域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第６０条の２０の３において準
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用する第６０条の１２に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当

たる従業者（第３５条において「共生型地域密着型通所介護従業者」とい

う。）」と、第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「共生型地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

 第６０条の２５中「９人以下」を「１８人以下」に改める。 

 第６０条の２７中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改める。 

 第６０条の３８中「第３５条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第６０条の

３４に規定する重要事項に関する規程」と、」を加える。 

 第６２条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第６６条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設（第１７９条に規定するユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を、「３人以

下」の次に「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニ

ットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共

用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる

数」を加え、同条第２項中「第８３条第７項」の次に「及び第１９２条第８項」を

加える。 

第８３条第１項中「本体事業所及び」を「本体事業所並びに」に改め、「他の同

項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第  

１９２条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

を加え、同条第６項の表中「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条第

７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。 

 第８４条第３項、第８５条、第１０４条第３項、第１１２条第２項及び第１１３

条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第１１８条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、 

次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る
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こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

第１２６条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第１３１条第４項中「のうち１人以上、及び介護職員のうち」を「及び介護職員

のうちそれぞれ」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、

同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚

士」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 介護医療院 介護支援専門員 

 第１３９条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図 

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

 第１５２条第３項中「この条において同じ。）及び」を「この項において同 

じ。）に」に改め、「第６０号」の次に「。以下「施設基準条例」という。」を、

「）を併設する場合」の次に「の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型

指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（施設基準条例第５２条第２項の規

定に基づき配置される看護職員に限る。）」を加え、「指定地域密着型介護老人福

祉施設及び」を「指定地域密着型介護老人福祉施設に」に改め、「ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合」の次に「の指定地域密着型介護老人

福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設」を加え、同条第４項中「介護老人

保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第８項第２号中「若しくは作業療

法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑷ 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 
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 第１５４条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第１５８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に 

掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

第１６６条の次に次の１条を加える。 

 （緊急時等の対応） 

第１６６条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老 

人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５２条第１項第１号に掲げる

医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければなら

ない。 

 第１６９条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号

を加える。 

⑹ 緊急時等における対応方法 

第１８３条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図る 

 ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

 第１８７条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号
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を加える。 

⑺ 緊急時等における対応方法 

 第１９２条第１項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８３条第

７項に規定する」を加え、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所」を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第７項に規

定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項において

「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の登録

者、第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規

定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に

係る第８３条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」

に改め、同条第６項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第８３条第

７項に規定する」を、「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所」の次に「の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該

登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第

８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」を加え、同条第７項に次の１号を加える。 

⑸ 介護医療院 

 第１９２条中第１０項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、同項の次に次の

１項を加える。 

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介 

護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が

適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護

計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している

者（第２００条において「研修修了者」という。）を置くことができる。 
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 第１９２条第８項中「前項各号」を「第７項各号」に改め、同項を同条第１１項

とし、同条第７項の次に次の３項を加える。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事 

業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場

合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の

保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）との密接な

連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある

ものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多

機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、２人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事 

業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を

行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、

夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業

者を置かないことができる。 

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護 

事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

第１９３条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の次に

「、介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理 

上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管 

理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。 
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第１９４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第１９５条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項第１号中「利用定員」

の次に「、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２

人」を加え、同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、６人）」を加える。 

 第１９６条第２項第２号に次のように加える。 

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当

該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がな

い場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することが

できる。 

 第２００条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９２条第１３項の規定に

より介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。）」を加える。 

 第２０３条中「の活動状況」と」の次に「、第８８条中「第８３条第１２項」と

あるのは「第１９２条第１３項」と」を加える。 

 附則第１０条、第１１条及び第１２条中「平成３０年３月３１日」を「平成３６

年３月３１日」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 第１３１条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有す  

 る診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年 

３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床

数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその

他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。次条において同じ。）を行って指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設（介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設を
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いう。以下この条及び次条において同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び

計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しく  

 は診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型

指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、置かないことができること。 

⑵ 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施  

 設の実情に応じた適当数 

第３条 第１３３条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有す  

 る診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年 

３月３１日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事

業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される

介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することに

より、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、

便所及び食堂を設けないことができる。 
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 甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定 

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方 

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 甲府市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第１０条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指 

定地域密着型介護老人福祉施設（甲府市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年１２月条例第４１号）第１７９

条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）を除く。）」を、「３人以下」の次に「とし、ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利

用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数」を加える。 

第４５条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医

療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加える。    

第４６条第３項、第４７条、第６１条第３項、第７３条第２項及び第７４条中

「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。       

- 47 -



 

第７９条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図 

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

 第８４条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 甲府市建築基準法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１１号 

   甲府市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 甲府市建築基準法施行条例（昭和５４年１２月条例第３７号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第２８条の表中「及び第２種低層住居専用地域」を「、第２種低層住居専用地域

及び田園住居地域」に改める。 

 第２８条の１１第１項中「（第２８条の２第３項を除く。）」を削る。 

 別表の第７号中「又は第１３項ただし書」を「、第１３項ただし書又は第１４項

ただし書」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２８条の１１第１項

の改正規定は、公布の日から施行する。 
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 甲府市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１２号 

   甲府市都市公園条例の一部を改正する条例 

 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のように改正 

する。 

 第２条の４の次に次の１条を加える。 

 （公園施設に関する制限） 

第２条の５ 都市公園法施行令第８条第１項の条例で定める割合は、１００分の 

５０とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１３号 

   甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 甲府市市営住宅条例（平成９年９月条例第５４号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第２条第４号中「第１９号」の次に「。以下「省令」という。」を加え、同条第

６号中「「省令」を「「特優賃法施行規則」に改める。 

第１６条第１項中「請求」を「報告の請求」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 市長は、市営住宅の入居者（省令第８条で定める者に該当する者に限る。）が 

次条第１項に規定する収入の申告をすること及び第３７条第１項の規定による報

告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第１項の規定にかか

わらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、省令第９条に規定する

方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設

時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令

第２条に規定する方法により算出した額とすることができる。 

第３０条第１項中「収入の額」の次に「（第１６条第４項の規定による家賃の決 

定を受けた入居者にあっては、同項に規定する方法により把握した収入の額。次項

において同じ。）」を加える。 

第３２条第３項中「第１項」の次に「及び前項」を加え、同項を同条第４項と  

し、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、収入超過者（第１６条第４項に規定する市営住宅の入居者に限る。） 

が第１７条第１項に規定する収入の申告をすること及び第３７条第１項の規定に

よる報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第１６条第４

項の規定及び前２項の規定にかかわらず、当該収入超過者の市営住宅の毎月の家
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賃を、毎年度、省令第９条に規定する方法により把握した当該収入超過者の収入

を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第８条第３項において準用す

る同条第２項に規定する方法により算出した額とすることができる。 

第３４条第１項中「及び第３２条第１項」を「又は第４項及び第３２条第１項又 

は第３項」に改める。 

第３７条第１項中「、第３２条第１項」を「若しくは第４項、第３２条第１項若 

しくは第３項」に、「第３２条第３項」を「第３２条第４項」に改める。 

第４０条中「、第３２条第１項」を「若しくは第４項、第３２条第１項若しくは 

第３項」に、「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第４１条中「、第３２条第１項」を「若しくは第４項、第３２条第１項若しくは 

第３項」に、「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第５２条中「省令」を「特優賃法施行規則」に改める。 

第５４条第１項中「、第３２条第１項」を「若しくは第４項、第３２条第１項若 

しくは第３項」に改める。 

第５５条中「、第３２条第１項」を「若しくは第４項、第３２条第１項若しくは 

第３項」に、「第３２条第３項」を「第３２条第４項」に改める。 

 第６５条第１項中「省令」を「特優賃法施行規則」に改める。 

 別表の市営住宅の表中 

 

３９  後屋第二 後屋町５２５番地 簡易耐火構造平家建 

１戸 ３２．１８㎡ 

１９戸 

３９  むつみ荘第二 北新一丁目６番  中層耐火構造４階建 

１戸 ３８．０３㎡ 

２４戸 

４０  むつみ荘第四 北新一丁目６番  中層耐火構造４階建 

１戸 ３８．０３㎡ 

２４戸 

４１  むつみ荘第六 北新一丁目６番  中層耐火構造４階建 

１戸 ３９．９６㎡ 

２４戸 

４２ むつみ荘第七 北新一丁目６番 中層耐火構造４階建 ２４戸 

    １戸 ３９．９６㎡  

４３ 南西団地第一 上石田四丁目１９ 中層耐火構造４階建 ２４戸 

「 

を 
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  番 １戸 ４１．３６㎡  

 

  

３９  後屋第二 後屋町５２５番地 簡易耐火構造平家建 

１戸 ３２．１８㎡  

１９戸 

４３  南西団地第一 上石田四丁目１９

番 

中層耐火構造４階建 

１戸 ４１．３６㎡ 

２４戸 

 

改め、同表に次のように加える。 

２８  

 

 

北新団地Ｂ 

 

北新一丁目６番 

 

高層耐火構造７階建 

１戸 ６５．７６㎡ 

２１戸 

   高層耐火構造７階建 

１戸 ５５．２０㎡ 

２８戸 

   高層耐火構造７階建 

１戸 ４１．０７㎡ 

１４戸 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 ⑴ 別表の改正規定（「北新団地Ｂ」に係る部分に限る。） 平成３０年４月１ 

  日 

 ⑵ 別表の改正規定（「北新団地Ｂ」に係る部分を除く。） 平成３０年５月１  

  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

に 

」 

」 
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 甲府市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１４号 

   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２９号の４の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29)の５ 土壌汚染対策法第２７条の２第１項

の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び

譲受の承認の申請に対する審査 

１件につき １２万円 

(29)の６ 土壌汚染対策法第２７条の３第１項

の規定に基づく汚染土壌処理業の合併及び

分割の承認の申請に対する審査 

１件につき １２万円 

(29)の７ 土壌汚染対策法第２７条の４第１項

の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承

認の申請に対する審査 

１件につき １２万円 
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 甲府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１５号 

   甲府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 甲府市職員退職手当支給条例（昭和２５年１０月条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条第５項第２号中「第８条第３項」を「第８条第１項第５号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１６号 

甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

甲府市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

第２条中「同法第３６条」を「これらの規定を同法第３６条第８項」に、「及び

第３６条」を「及び第３６条第８項」に改める。 

第５条第３項中「、第１号」の次に「又は第３号から第６号までのいずれか」  

を加え、「３３３円を」を「１人につき２１７円を」に改め、「２６７円（非常勤

消防団員等に第１号に該当する者がない場合には、そのうち１人については」及び

「）を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につ

き２１７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当する扶養親

族がない場合には、そのうち１人については３００円）」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の 

生じた甲府市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以

下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期

間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する

障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金

等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷

病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係 

る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１７号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１３条の２第１項各号列記以外の部分中「５４万円」を「５８万円」に改め、

同項第２号中「２７万円」を「２７万５，０００円」に改め、同項第３号中「４９

万円」を「５０万円」に改め、同条第４項及び第５項中「５４万円」を「５８万

円」に改める。 

 第１４条の５中「５４万円」を「５８万円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、平成３０年度以後 

の年度分の保険料について適用し、平成２９年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 
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 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１８号 

   特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 

 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和５１年１２月条例第５２  

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１３項中「平成３０年３月３１日」を「平成３１年３月３１日」に改め 

る。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１９号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１７条中「第３２条の１０第３項」を「第３２条の１０第５項」に、「第３３ 

条の２」を「第３３条の２第１項及び第４項」に、「及び」を「並びに」に改める。 

第２０条第１項中「によって」を「により」に改める。 

第２５条第２項中「当該」を「同表の」に改める。 

第２９条の２第２項中「によって」を「により」に、「第２条第２項ただし書」 

を「第２条第４項ただし書」に改め、同条第４項中「によって」を「により」に、

「においては」を「には」に改め、同条第５項中「によって」を「により」に、

「においては」を「には」に、「、第１項」を「、同項」に改め、同条第６項中

「においては」を「には」に、「の者」を「に掲げる者」に改め、同条第７項中

「の者」を「に掲げる者」に改め、同条第８項中「のもの」を「に掲げる者」に改

める。 

 第３２条の９の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。 

 第３２条の９の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次

条第２項」に改め、同条第３項中「第３２条の９の５第１項」と」の次に「、「の

特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を

いう。以下同じ。）の特別徴収義務者」と」を加える。 

第３２条の１０第７項中「第３３条の２第２項」を「第３３条の２第４項」に改

め、同項を同条第９項とし、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項

の場合」を「第５項の場合」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第

６項とし、同条第３項中「第５項第 1 号」を「第７項第１号」に改め、同項を同条 
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第５項とし、同条第２項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業 

所を有する法人」を「内国法人」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条

の８第２６項」に、「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

１項の次に次の２項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この条 

において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４項及び第 

１０項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、

法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、

控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８ 

条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条

の８第２５項及び令第４８条の１２の３に規定するところにより、控除すべき額

を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

第３３条の２第１項及び第２項中「によって」を「により」に改め、同項を同条 

第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 第３２条の１０第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合 

において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項

の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期

間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納

付があった日（その日が第３３条の２第１項の法人税額の課税標準の算定期間の

末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第３３条の

２第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

３ 第３２条の１１第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場 

合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納

付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、

第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納

付すべき税額の納付があった日（その日が第３３条の２第１項の法人税額の課税 
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標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同 

日）から同条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

 第３３条の２に次の２項を加える。 

５ 第３２条の１０第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合 

において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項

の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期

間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納

付があった日（その日が第３３条の２第４項の連結法人税額の課税標準の算定期

間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第３３

条の２第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

６ 第３２条の１１第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場 

合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納

付すべき市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する市民税にあっては、

第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納

付すべき税額の納付があった日（その日が第３３条の２第４項の連結法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、

同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

第３５条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１２」に改める。 

附則第５条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第３項を削

り、同条第４項中「附則第１５条第２項第７号」を「附則第１５条第２項第６号」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「３分の２」を「４分の３」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第６項を同条第５項とし、同条第７項を同条第６

項とし、同項の次に次の１項を加える。 

７ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規定する設備について同号に規定する市町 

村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

附則第５条の２第１２項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第 

２項」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第１１項を同条第１５項とし、同項 
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の前に次の３項を加える。 

１２ 法附則第１５条第３２項第３号イに規定する設備について同号に規定する市 

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３２項第３号ロに規定する設備について同号に規定する市 

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第３２項第３号ハに規定する設備について同号に規定する市 

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第５条の２第１０項を削り、同条第９項中「２分の１」を「４分の３」に改

め、同項を同条第１１項とし、同条第８項中「２分の１」を「４分の３」に改め、 

同項を同条第１０項とし、同項の前に次の２項を加える。 

８ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市町 

村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に規定する市町 

村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

 附則第５条の３第３項中「附則第１５条の８第３項」を「附則第１５条の８第１

項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第８項」に

改め、同条第４項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」

に、「附則第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２条第１２項第１号ロ」に改

め、同条第５項中「附則第１５条の８第５項」を「附則第１５条の８第３項」に改

め、同項第２号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第１５項」に、「同

条第１７項」を「同条第８項」に改め、同条第６項中「附則第１２条第２６項」を

「附則第１２条第１７項」に改め、同条第７項中「附則第７条第９項各号」を「附

則第７条第８項各号」に改め、同項第４号中「附則第１２条第３０項」を「附則第

１２条第２１項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２

条第２２項」に改め、同条第８項中「附則第７条第１０項各号」を「附則第７条第

９項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第

２９項」に改め、同条第９項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１０

項各号」に改め、同条第１０項中「附則第７条第１２項各号」を「附則第７条第

１１項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第

２９項」に改め、同条第１１項中「附則第７条第１４項」を「附則第７条第１３
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項」に、「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同項第５

号中「附則第７条第１４項」を「附則第７条第１３項」に改め、同項の次に次の１

項を加える。 

１２ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定 

の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した 

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）

第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演

の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

 ⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は 

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 

１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条

第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 

⑷ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑸ 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

⑹ 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出す

る場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

 附則第６条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度 

から平成３２年度まで」に改め、同条第６号中「にあっては」を「には」に改める。 

 附則第６条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平成３１年度 

又は平成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又は平成２９年度分」 

を「平成３１年度分又は平成３２年度分」に改め、同条第２項中「平成２８年度適 

用土地」を「平成３１年度適用土地」に、「平成２８年度類似適用土地」を「平成 

３１年度類似適用土地」に、「平成２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。 

附則第７条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を 

「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年度から 
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平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」 

を「には」に改め、同条第３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成

３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第４

項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度ま

で」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同

条第５項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に改める。 

附則第７条の３中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正す 

る法律（平成２４年法律第１７号）附則第１０条第１項」を「地方税法等の一部を

改正する法律（平成３０年法律第３号）附則第２２条第１項」に、「平成２７年度

から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第８条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平 

成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１１条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度 

から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成

３３年３月３１日」に改める。 

附則第１２条の２の次に次の１条を加える。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第１２条の３ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同 

項の規定の適用を受けようとする者については、附則第５条の３第１２項の規定

を適用する。 

附則第１３条の前の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度ま 

で」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年

度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっ

ては」を「には」に改め、同条第３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。 

附則第１３条の２中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か 

ら平成３２年度まで」に改める。 

附則第１３条の３中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正 
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する法律（平成２４年法律第１７号）附則第１０条第１項」を「地方税法等の一部 

を改正する法律（平成３０年法律第３号）附則第２２条第１項」に、「平成２７年

度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１４条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附則第１５条中「第１７項」の次に「、第１８項、第２０項」を加える。 

附則第２６条の７第１項中「第３２条の１０第３項」を「第３２条の１０第５

項」に改め、同条第２項中「第３３条の２」を「第３３条の２第１項及び第４項」

に、「同条」を「これら」に改める。 

附則第２７条第１項中「第３３条の２に」を「第３３条の２第１項及び第４項

に」に、「同項」を「前条第２項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （法人市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の甲府市市税条例（以下「新条例」という。）第３３条の２第２ 

項、第３項、第５項及び第６項の規定は、平成２９年１月１日以後に同条第１項 

又は第４項の申告書の提出期限が到来する法人市民税に係る延滞金について適用 

する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分 

は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分ま 

での固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法 

等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「旧法」という。）

附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

３ 平成２４年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された旧 

法附則第１５条第８項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税に 
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ついては、なお従前の例による。 

４ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された旧 

法附則第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課 

する固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成３０年度以後の年度分の 

都市計画税について適用し、平成２９年度分までの都市計画税については、なお 

従前の例による。 
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規則  
  

甲府市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４号 

   甲府市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和３１年１０月条例第２２号）第１条の規定に基づき、甲府市農業委員会

（以下「委員会」という。）の会長、委員及び農地利用最適化推進委員（以下

これらを「委員等」という。）の能率給の額を定めるとともに、その支給方法等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象活動） 

第２条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱

（平成２８年３月２９日付け２７経営第３２７８号農林水産事務次官依命通知。

以下「要綱」という。）第３の１⑴に掲げる活動とする。 

 （能率給の財源） 

第３条 能率給は、要綱第３の１に規定する活動実績に応じた交付金及び要綱第３ 

の２に規定する成果実績に応じた交付金（以下これらを「農地利用最適化交付 

金」という。）を財源とする。 

（能率給の額） 

第４条 能率給の額は、委員等の活動日数を全ての委員等の総活動日数で除して得 

た数に農地利用最適化交付金の額を乗じて得た額とする。ただし、その額に 

１００円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。 

（活動実績の報告） 

第５条 委員等は、第２条に規定する活動をした日の属する月の翌月１０日まで 

に、当該活動に係る実績を委員会の会長に報告するものとする。 
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（能率給の支給方法） 

第６条 市長は、委員等に能率給を一括して支給するものとする。 

 （能率給の返還） 

第７条 市長は、第５条の規定により提出された書類に虚偽の記載があった場合  

は、委員等に対し、能率給の全部又は一部を返還させるものとする。 

 （その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成２９年７月３１日から適用する。 
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 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第５号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改 

 正する。 

  目次中「課等配属職員の配置等」を「課配属職員の配置等」に改める。 

   第３条第１項の表以外の部分中「課等」を「課」に、「福祉保健総室健康衛生

課、長寿支援室地域包括支援課及び介護保険課」を「福祉保健総室保健所設置 

課、健康政策課、健康増進課及び長寿支援室介護保険課」に改め、同項の表市長

直轄組織、都市戦略室、シティプロモーション課の項中「政策情報係、プロモー

ション戦略係」を「プロモーション推進係」に改め、同表総務部、総務総室、情

報課の項中「情報係」を「情報システム係、情報活用係」に改め、同表市民部、

市民総室、総務課の項中「庶務係」の次に「、税制係」を加え、同表市民部、市

民協働室、人権男女参画課の項中「男女参画係」を「女性活躍推進係」に改め、

同表市民部、課税管理室、市民税課の項中「税制係、」を削り、同表福祉保健部

（福祉事務所）、福祉保健総室、総務課の項中「庶務係」の次に「、指導監査 

係」を加え、同表福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、健康衛生課及び生

活福祉課の項を次のように改める。 

健康政策課 健康政策係、介護予防支援係 

健康増進課 保健係、食育係、予防係 

  第３条第１項の表福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、高齢者福祉課及び 

地域包括支援課の項を次のように改める。 

生活福祉課 保護係、保護事務係、生活支援係 
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高齢者福祉課 高齢者支援係、医療係 

第３条第１項の表子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、総務課の項

中「庶務係」の次に「、子ども政策係」を加え、同表子ども未来部（福祉事務

所）、子ども未来総室、母子保健課の項中「母子健康支援係、母子保健係、予防

衛生係」を「母子保健係、食育係、予防係」に改め、同表産業部、農林振興室、

農政課の項の次に次のように加える。 

就農支援課  就農支援係 

  第８条第１項、第２項及び第３項中「課等」を「課」に改め、同条第６項の表 

 農林振興室の項を削り、同表に次のように加える。 

福祉保健総室 衛生薬務担当課長 感染症対策、保健所設置に係る専門的

事務の支援及び保健所の薬剤師業務に

係る指導、調整、相談等に関するこ

と。 

まち開発室 立地適正化担当課長 立地適正化計画に関すること。 

 第９条第４項及び第５項並びに第１０条第１項中「課等」を「課」に改める。 

 第１９条第２項中「福祉保健部福祉保健総室健康衛生課」を「福祉保健部福祉

保健総室健康増進課」に改める。 

 第１９条の３及び第１９条の４中「福祉保健部福祉保健総室健康衛生課」を

「福祉保健部福祉保健総室健康政策課」に改める。 

 第２０条中「福祉保健部福祉保健総室健康衛生課」を「福祉保健部福祉保健総

室健康増進課」に改める。 

 第２９条中「産業部農林振興室農政課」を「産業部農林振興室就農支援課」に

改める。 

 第３５条第１項及び第２項中「診療支援部」の次に「、医療支援センター」を

加える。 

 第３６条第１項の表衛生センター及び農業センターの項を削り、同条第２項第

５号中「福祉保健部福祉保健総室健康衛生課長」を「福祉保健部福祉保健総室健

康増進課長」に改め、同項第６号中「福祉保健部福祉保健総室健康衛生課予防衛

生係長」を「福祉保健部福祉保健総室健康増進課予防係長」に改め、同項第９号

中「産業部農林振興室農政課長」を「産業部農林振興室就農支援課長」に改め、 
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同号を同項第１０号とし、同項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を

加える。 

 ⑻ 衛生センターに所長を置き、所長は環境部廃棄物対策室処理課施設係長を

もって充てる。 

 第３７条中第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、第８号を第９号

とし、同条第７号中「総合相談センター長」の次に「、課長」を加え、同号を同

条第８号とし、同条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５

号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 ⑷ 医療支援センターに医療支援センター長、課長、係長等 

 第３９条各号列記以外の部分中「診療支援部」の次に「、医療支援センター」

を加え、同条第７号中「診療支援部長」の次に「、医療支援センター長」を加え

る。 

 第４０条第２項中「診療支援部長」の次に「、医療支援センター長」を加え、

同条第４項中「又は経営改善対策部長」を「、経営改善対策部長又は医療支援セ

ンター長」に改める。 

  「第３節 課等配属職員の配置等」を「第３節 課配属職員の配置等」に改め 

る。 

  第４１条の見出し中「課等配属職員」を「課配属職員」に改め、同条第１項中

「課等（」を「課（」に、「課等配属職員」を「課配属職員」に改める。 

  第４２条の見出し及び同条第１項中「課等配属職員」を「課配属職員」に改め 

る。 

  別表第１総務部、総務総室、総務課の項中第５号を削り、第６号を第５号と  

し、第７号から第１７号までを１号ずつ繰り上げ、同表企画部、企画総室、企画

課の項第１０号を削り、同表企画部、企画総室、地域振興課の項中第６号及び第

７号を削り、第８号を第６号とし、第９号を第７号とし、同号の次に次の１号を

加える。 

 ⑻ 創作の森おびなの管理に関すること。 

  別表第１企画部、企画総室、地域振興課の項中第１０号を第９号とし、第１１ 

号を第１０号とし、第１２号を第１１号とする。 

 別表第１企画部、企画財政室、行政改革課の項に次の１号を加える。 
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 ⑺ 外部監査契約に関すること。 

  別表第１市民部、市民総室、総務課の項中第７号を第９号とし、第６号を第８ 

 号とし、第５号の次に次の２号を加える。 

  ⑹ 税制に関すること。 

 ⑺ 固定資産評価審査委員会に関すること。 

 別表第１市民部、市民協働室、人権男女参画課の項に次の１号を加える。 

 ⑺ 女性活躍推進に関すること。 

 別表第１市民部、課税管理室、市民税課の項第７号及び第８号を削る。 

 別表第１福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、保健所設置課の項の次に

次のように加える。 

健康政策課 ⑴ 健康都市構想に関すること。 

⑵ 保健計画の策定に関すること。 

⑶ 地域包括ケア体制に関すること。 

⑷ 介護予防・生活支援体制に関すること。 

⑸ 包括的支援事業に関すること。 

⑹ 地域包括支援センターの運営に関すること。 

⑺ 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 

⑻ 保健師の現任教育に関すること。 

⑼ 健康の杜センターに関すること。 

⑽ いきいきプラザに関すること。 

⑾ 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関すること。 

⑿ 公衆衛生事業に関すること。 

⒀ 地域医療支援に関すること（母子保健課が所管するも

のを除く。）。 

  別表第１福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、健康衛生課の項中「健康 

衛生課」を「健康増進課」に改め、同項中第７号及び第８号を削り、第９号を第

７号とし、第１０号から第１２号までを２号ずつ繰り上げ、第１３号から第１５

号までを削り、同表福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、生活福祉課の項 

を削り、同表福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、高齢者福祉課の項の前に  

次のように加える。 
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生活福祉課 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護 

  の措置に関すること。 

⑵ 光風寮に関すること。 

⑶ 行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらに準ずる者の取 

扱いに関すること。 

⑷ ホームレスに関すること。 

⑸ 引揚者等に関すること。 

⑹ 法外扶助に関すること。 

⑺ 災害援護に関すること。 

⑻ 医療券交付及び統計に関すること。 

⑼ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付けに関す

ること。 

⑽ 中国残留邦人等への支援に関すること。 

⑾ 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）

による支援に関すること。 

  別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、高齢者福祉課の項に次の２ 

号を加える。 

 ⑾ 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。 

 ⑿ 成年後見制度に関すること。 

 別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、地域包括支援課の項を削 

り、同表福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、介護保険課の項に次の１号を

加える。 

 ⑾ 第１号事業支給費の支給に関すること。 

 別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室、障がい福祉課の項第１２号

中「障害者福祉計画及び障害福祉計画」を「障害者計画及び障害福祉計画並びに

障害児福祉計画」に改める。 

別表第１子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、子ども支援課の項中

第１５号を削り、第１６号を第１５号とし、同表子ども未来部（福祉事務所）、

子ども未来総室、母子保健課の項第１号中「健康衛生課」を「健康増進課」に改

め、同項第３号中「（平成１７年法律第６３号）」を削り、「健康衛生課」を
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「健康増進課」に改め、同項第４号中「（平成１４年法律第１０３号）」を削 

り、「健康衛生課」を「健康増進課」に改め、同項第５号中「（昭和２２年法律

第１０１号）」を削り、「健康衛生課」を「健康増進課」に改め、同項第６号及

び第７号中「健康衛生課」を「健康増進課」に改め、同項第８号中「健康衛生 

課」を「健康政策課」に改め、同表産業部、産業総室、産業立地課の項に次の１

号を加える。 

 ⑷ 工業の高度化に関すること。 

 別表第１産業部、観光商工室、商工課の項第１０号中「及び高度化」を削り、

同表産業部、農林振興室、農政課の項中第１３号から第１６号までを削り、第 

１７号を第１３号とし、第１８号から第２２号までを４号ずつ繰り上げ、同項の

次に次のように加える。 

就農支援課 ⑴ 農地の再生及び活用に関すること。 

⑵ 新たな担い手の確保に関すること。 

 ⑶ 就農支援対策に関すること。 

⑷ 農業センターに関すること。 

⑸ 有害鳥獣対策に関すること。 

⑹ 市民農園に関すること。 

 別表第１産業部、農林振興室、林政課の項に次の２号を加える。 

 ⒀ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）に関すること。 

⒁ クリスタルラインの整備促進に関すること。 

 別表第６診療支援部、医療支援センターの項を削り、同表診療支援部の項の次

に次のように加える。 

医
療
支
援
セ
ン
タ
ー 

 ⑴ 医療スタッフの業務緩和に関すること。 

⑵ 病歴情報等に関すること。 

（甲府市職員職名規則の一部改正） 

第２条 甲府市職員職名規則（昭和２８年１２月規則第２９号）の一部を次のよう 

に改正する。 
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  別表第１技術職員の項中「診療支援部長」の次に「、医療支援センター長」を 

加える。 

 （甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正） 

第３条 甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の一 

部を次のように改正する。 

  別表６の項中「（焼却工場ホッパーフロアでの清掃又は整備をしたとき回  

２００を加算する。）」を削り、同表１４の項を次のように改める。 

１４ 夜間業務 市立甲府病院に勤務する職 ４時間未満 回 ３，２００ 

 手当 員で、正規の勤務時間の一

部又は全部が深夜（午後 

１０時から翌日午前５時ま

での間をいう。）に及ぶ業

務に従事したとき。 

のとき。  

４時間以上

のとき。 

回 ３，６００ 

（甲府市公印規則の一部改正） 

第４条 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正 

する。 

  別表第１一般公印の表斎場管理者印の項管守者の欄及び別表第１専用公印の表 

予防接種証明専用市長印（番号入）の項管守者の欄中「福祉保健部福祉保健総室

健康衛生課長」を「福祉保健部福祉保健総室健康増進課長」に改める。 

 （甲府市職員被服貸与規則の一部改正） 

第５条 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

  別表の１事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表４の項中「予 

防衛生係」を「健康増進課予防係」に改める。 

 別表の２技術職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表５の項中「健

康衛生課」を「健康増進課」に改める。 

 別表の３技能労務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表１の項中

「、環境センター附属焼却工場及び環境センター附属破砕工場」を削り、 

「 

夏作業服（上下） １夏  ２ 環境センター附属焼却工場に勤務する 
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又はつなぎ服   職員に限る。貸与数は、つなぎ服を選

択する場合は冬作業服を１とする。 冬作業服（上下） １冬  ２ 

ゴム長靴 ４年  １ 

帽子 ３年  １ 

安全靴 ２年  １ 

防寒服（上） ４冬  １ 

防寒ズボン ４冬  １  

夏作業服（上下）

又はつなぎ服 

１夏  ２ 

 １ 

環境センター附属破砕工場に勤務する

職員に限る。貸与数は、夏作業服を選

択する場合は２、つなぎ服を選択する

場合は１とする。 

冬作業服（上下） １冬  ２ 

ゴム長靴 ４年  １ 

雨衣（上下） ４年  １ 

フード付きヤッケ

又は防寒服（上） 

４年  １ 

帽子 ３年  １ 

安全靴 ２年  １ 

防寒ズボン ４冬  １ 

夏作業服（上下） １夏  ２ 補修センターに勤務する職員に限る。 

冬作業服（上下） １冬  ２ 

ゴム長靴又は作業

靴 

３年  １ 

雨衣（上下） ４年  １ 

防寒服（上） ４冬  １ 

帽子 ３年  １ 

安全靴 １年  １ 

                                   」 

「 

夏作業服（上下） １夏  ２ 補修センターに勤務する職員に限る。 

冬作業服（上下） １冬  ２ 

ゴム長靴又は作業 ３年  １ 

を 
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靴   

雨衣（上下） ４年  １ 

防寒服（上） ４冬  １ 

帽子 ３年  １ 

安全靴 １年  １ 

                                   」 

 改める。 

 （甲府市財務規則の一部改正） 

第６条 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第９３条の表中「生涯学習文化課長」を「生涯学習課長」に、「生涯学習文化

課生涯学習係、生涯学習文化課」を「生涯学習課生涯学習係、生涯学習課」に改

める。 

 第９４条第２項第１号中「健康衛生課」を「健康増進課」に改め、同項第４号

中「生涯学習文化課」を「生涯学習課」に改める。 

（甲府市職員安全衛生管理規則の一部改正） 

第７条 甲府市職員安全衛生管理規則（平成３年３月規則第１９号）の一部を次の 

ように改正する。 

 別表第４中「健康衛生課長」を「健康増進課長」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部・室・課に勤務 

を命ぜられていた課配属職員（課長を除く。）は、別に辞令を発せられない限 

り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部・室・課に勤務を命ぜられ

たものとする。 

福祉保健部 福祉保健総

室 

健康衛生課 福祉保健部 福祉保健総

室 

健康増進課 

福祉保健部 福祉保健総

室 

生活福祉課 福祉保健部 長寿支援室 生活福祉課 

 

 

に 
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 甲府市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６号 

甲府市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市個人情報保護条例施行規則（平成１６年３月規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

（要配慮個人情報） 

第１条の２ 条例第２条第２号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれ 

かを内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）と

する。 

⑴ 次に掲げる心身の機能の障害があること。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる身体上の障 

 害 

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 

にいう精神障害（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号 ) 第２条第

１項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。） 

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常 

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３ 

号）第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大 

臣が定める程度であるもの 

⑵ 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において  

「医師等」という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診 

断その他の検査（同号において「健康診断等」という。）の結果 
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⑶ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由とし 

て、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しく 

は調剤が行われたこと。 

⑷ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起そ 

の他の刑事事件に関する手続が行われたこと。 

⑸ 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する少年又 

はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年 

の保護事件に関する手続が行われたこと。 

第２条第１項中「第１３条第１項第７号」を「第１３条第１項第８号」に改め

る。 

 第１号様式別紙１中 

              「要配慮個人情報 

           人種    信条    社会的身分 

「思想・信条等    病歴    犯罪の経歴 

  思想・信条          犯罪により害を被った事実 

  信教             心身の機能の障害 

   社会的差別の原因とな     健康診断等の結果 

   るおそれがある情報      医師等による指導・診療・調剤 

             」    刑事事件に関する手続 

                  少年の保護事件に関する手続 

                                   」 

改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

に を 
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 甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７号 

   甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市職員給与条例施行規則（昭和２７年３月規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

第３条の２第３項第１号中「調剤」の次に「及び保健所業務」を加える。 

第２４条の３第１項第１号中「１００分の１１５以上１００分の１９０」を 

「１００分の１１０以上１００分の１８０」に、「１００分の１３９以上１００分

の２３０」を「１００分の１３４以上１００分の２２０」に改め、同項第２号中

「１００分の１０３．５以上１００分の１１５」を「１００分の９８．５以上 

１００分の１１０」に、「１００分の１２４．５以上１００分の１３９」を 

「１００分の１１９．５以上１００分の１３４」に改め、同項第３号中「１００分

の９２」を「１００分の８７」に、「１００分の１１２」を「１００分の１０７」

に改め、同項第４号中「１００分の９２」を「１００分の８７」に、「１００分の

１１２」を「１００分の１０７」に改める。 

第２４条の４第１項第１号中「１００分の４７」を「１００分の４４．５」に、

「１００分の５７」を「１００分の５４．５」に改め、同項第２号中「１００分の

４３．５」を「１００分の４１」に、「１００分の５３．５」を「１００分の 

５１」に改め、同項第３号中「１００分の４３．５」を「１００分の４１」に、

「１００分の５３．５」を「１００分の５１」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （勤勉手当の成績率の経過措置） 
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２ 当分の間、この規則による改正後の甲府市職員給与条例施行規則（以下「新規 

則」という。）第２４条の３及び第２４条の４の規定による勤勉手当の成績率に

ついては、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条 

の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職 

員（次号において「再任用職員」という。）以外の職員 １００分の１８０

（新規則第１７条の２に規定する特定幹部職員（次号において「特定幹部職

員」という。）にあっては、１００分の２２０） 

⑵ 再任用職員  １００分の８５（特定幹部職員にあっては、１００分の 

１０５） 
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 甲府市職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８号 

   甲府市職員管理職手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市職員管理職手当支給規則（昭和３８年４月規則第１２号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 別表第２ウ医療職給料表⑵の表６級の項を次のように改める。 

６級 
５種 ６３，５００円 

６種 ５５，６００円 

 別表第３ウ医療職給料表⑵の表６級の項を次のように改める。 

６級 
５種     ４６，０００円 

６種 ４０，２００円 

 附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第９号 

   甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市市税条例施行規則（昭和２５年８月規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の２の項中「法第３３６条、法第４３７条、法第４８５条の６、法第 

５４６条、法第６１６条及び法第７０１条の２３の規定において準用する国税犯則

取締法（明治３３年法律第６７号）第４条」を「法第２２条の１２」に改める。 

第３１号様式から第３２号様式までを次のように改める。 
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第３１号様式 

（あて先）　甲府市長

  　　　　年　　　　月　　　　日

【 注意事項 】

　１．　申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の２０日頃までにお願いいたします。

　２．　送付先が所在地と異なる場合は、書類送付先を記入してください。

【 提出先 】　〒４００-８５８５　　山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号　甲府市役所　市民税課

　市町村に係る徴収金に滞納がある場合に
　おいて、それがやむを得ない理由によるも
　のであるときは、その理由の詳細

　申請の日前１年以内に納期の特例の承認
　を取り消されたことの有無及び取消年月日

有　（　　　　　　　年　　　月　　　日承認取消）　　・　　無

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

　　申請の日前６か月間の各月末の常時給
　　与の支払を受ける者の人員及び各月の
　　支払金額

　※賞与等の臨時の給与の金額を含む。

　※甲府市以外の全市町村を含む事業所
　　 全体の人員及び支払金額
　
　※臨時勤務者分がある場合は、常時給与
　　 の支払を受ける者の分とは別にして２段
　　 書き（上段に記載） にしてください。

月　区　分 給与支払人員 給 与 支 払 額

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（氏   名）

関与税理士
署 名 押 印

㊞
（連絡先）

特例の適用を受けようとする税額 　　  　　　　　　　　年　　　　月以後　の特別徴収税額

代 表 者 の
職 氏 名 印

㊞ 電話番号 　　　　　－　　　　　　－　　　　　　

法 人 番 号 担
当
者

（連絡先）

特別徴収義務者
指　 定　番　 号

※市町村ごと
に異なります

名 　　　  称
( 氏   　　　名 )

   地方税法第３２１条の５の２及び甲府市市税条例第３２条の６の規定により、特別徴収税額の納期の特例について
承認を受けたいので申請します。

所   在   地
( 住　   　　所 )

フ  リ  ガ  ナ

　　　特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

受付印
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第３１号様式の２ 

（あて先）　甲府市長

　　　　　　年　　　　月　　　　日

【 提出先 】　〒４００-８５８５　　山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号　甲府市役所　市民税課

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

名 　　　  称
( 氏   　　　名 )

　　　 甲府市市税条例第３２条の７の規定により、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いたため、届け出ます。

所   在   地
( 住　   　　所 )

フ リ ガ ナ

代 表 者 の
職 氏 名 印

㊞ 電話番号 　　　　　－　　　　　　－　　　　　　

 法 人 番 号 担
当
者

(連絡先)

特別徴収義務者
指 　定　番　 号

※市町村ごと
に異なります

【 注意事項 】

１．　届出者が個人である場合にはその住所及び氏名を、法人である場合には本店又は主たる事務所の所在
　　地、名称、代表者氏名及び法人番号をそれぞれ記入し、押印してください。

２．　この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効
　　力が、失われることになります。
　※　給与の支払を受ける者が常時10人未満となったことにより、納期の特例の承認を受けようとする場合は、
　　改めて申請が必要となります。

３．　この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に特別徴収した税額はその提出日の翌月の
　　１０日までに納入し、その後に特別徴収した税額は通常の納期限までに納入していただくことになります。

　　 〔 例 〕　この届出書を提出した日が3月の場合の納期限
　　　◎12～2月分 ⇒ 4月10日まで　　　◎3月分 ⇒ 4月10日まで　　 ◎4,5月分 ⇒ 翌月10日まで

(氏　 名)

理　　　　 由

 ※該当する番号に○を付けてください。

　１． 給与の支払を受ける者が常時１０人未満でなくなったため

　２． その他　( 理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

関与税理士
署 名 押 印

㊞
（連絡先）

受付印
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第３２号様式 
◎

異
動

が
あ

っ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

 〒

年
月

）

　
　

　
１

．
退

　
  

職
 １

．
特

別
徴

収
継

続

　
　

　
２

．
転

  
  

勤
 ２

．
一

括
徴

収

　
　

　
３

．
合

  
　

併
 　

（１
月

以
降

は
必

須
）

　
　

　
４

．
休

  
　

職
　

　
　

５
．

長
期

欠
勤

月
分

で
納

入
　

　
　

６
．

死
　

  
亡

（
月

日
納

期
分

）
　

　
　

７
．

会
社

解
散

 ３
．

普
通

徴
収

　
　

　
８

．
住

所
誤

報
理

由

　
　

　
９

．
そ

 の
 他

◎
給

与
の

支
払

を
受

け
な

く
な

っ
た

後
の

月
割

額
（
未

徴
収

税
額

）
を

一
括

徴
収

す
る

場
合

は
、

次
の

欄
に

も
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

（
特

別
徴

収
不

可
）

※
　

「
９

．
そ

の
他

（
特

別
徴

収
不

可
）
」
を

選
択

さ
れ

た
場

合
は

、
　

次
の

い
ず

れ
か

の
理

由
を

必
ず

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

１
．

異
動

が
　

　
年

1
2

月
3
1

日

　
ま

で
で

、
申

出
が

あ
っ

た
た

め

（
月

日
申

出
）

２
．

異
動

が
年

1
月

1
日

　
以

後
で

、
特

別
徴

収
の

継
続

の
希

望
が

な
い

た
め

◎
転

勤
（
転

職
）
等

に
よ

る
特

別
徴

収
届

出
書

新
し

い
勤

務
先

で
は

( 
内

線
)

【
提

出
先

】
　

〒
４
０
０
―

８
５
８
５
　

　
山

梨
県

甲
府

市
丸

の
内

一
丁

目
１
８
番

１
号

　
　

甲
府

市
役

所
　

市
民

税
課

甲
 府

 市
 長

 （
あ

て
先

）

月
分

か
ら

徴
収

し
、

納
入

し
ま

す
。

フ
　

  
リ

　
  
ガ

　
  
ナ

氏
 名

 又
 は

 名
 称

新
規

の
場

合
は

、
い

ず
れ

か
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

電
話

代
表

者
の

職
氏

名
印

（
※

　
新

規
事

業
所

の
場

合
は

記
入

不
要

で
す

。
）

月
割

額
円

を
新

し
い

勤
務

先
の

住
所

（
居

所
）
又

は
所

在
地

 〒

氏
名

異
　

 動
　

 者
 　

印
４

　
（
普

Ｅ
）

普
通

徴
収

と
し

て
扱

う
事

業
専

従
者

（
個

人
事

業
主

の
み

該
当

）

※ 処 理 事 項

新
 し

い
勤

務
先

の
特

別
徴

収
義

務
者

指
定

番
号

 連
絡

先
の

 所
属

課
、

 係
名

及
び

 氏
名

並
び

 に
電

話
番

 号

課
･係

㊞
納

入
書

　
　

　
要

　
　

・　
　

不
要

１
　

（
普

Ｂ
）

他
の

事
業

所
で

、
特

別
徴

収
・
普

通
徴

収
と

し
て

扱
う
乙

欄
該

当
者

（
上

記
（
ウ

）
と

同
額

 ）

・

住
所

２
　

（
普

Ｃ
）

毎
月

の
給

与
が

少
な

く
、

税
額

が
引

け
な

い

・
３

　
（
普

Ｄ
）

給
与

の
支

払
期

間
が

不
定

期
（
例

：
給

与
の

支
払

い
が

毎
月

で
は

な
い

）

・
電

話

一
　

　
括

　
　

徴
　

　
収

　
　

の
　

　
理

　
　

由
徴

　
収

　
予

　
定

相
続

人
の

氏
名

等

徴
収

予
定

月
　

　
　

日
徴

収
予

定
額

徴
収

予
定

額
合

計
氏

名
続

柄

控
 除

 社
 会

保
 険

 料
 額

給
与

の
支

払
を

受
け

な
く

な
っ

た
後

の
住

所

死
亡

で
、

相
続

人
が

判
明

し
て

い
る

場
合

は
記

載
し

て
く

だ
さ

い

１
 月

 １
 日

現
在

の
住

所

年
月

日

個
 人

 番
 号

異
動

年
月

日
受

給
者

番
号

(整
理

番
号

)
フ

　
リ

　
ガ

　
ナ

特
別

徴
収

税
額

退
職

し
た

年
の

１

旧
姓

月
か

ら
月

か
ら

・
　

・

月
か

ら
退

職
時

ま
で

の
給

与
支

払
額

月
ま

で
月

ま
で

生
 年

 月
 日

給
与

支
払

報
告

御 注 意

に
係

る
給

与
所

得
者

異
動

届
出

書

( 
内

線

氏
　

　
　

　
名

（
年

税
額

）
（
ア

）
－

（
イ

）
異

 動
 の

 事
 由

異
動

後
の

未
徴

収
税

 額
 の

 徴
 収

電
話

徴
収

済
額

未
徴

収
税

額

※
市

町
村

ご
と

に
異

な
り

ま
す

宛
　

 名
 　

番
 　

号
フ

　
リ

　
ガ

　
ナ

１ 　 黒 の ボ ー ル ペ ン 又 は ペ ン で 記 載 し て く だ さ い 。

給 与 支 払 者

( 特 別 徴 収 義 務 者 )

住
所

（
居

所
）

又
は

所
在

地

特
別

徴
収

義
務

者
指

  
 定

  
 番

  
 号

日
提

出
氏

名
又

は
名

称

 連
絡

先
の

所
属

課
、

係
名

及
び

氏
名

並
び

に
電

話
番

号

課
・
係

代
表

者
の

職
氏

名
印

１
．

現
 年

 度
　

　
　

　
２

．
新

 年
 度

　
　

　
　

３
．

両
 年

 度

特
別

徴
収

※
処

理
事

項

４ 　 一 月 一 日 か ら 四 月 三 十 日 ま で の 間 に 退 職 し た 人 に 未 徴 収 税 額 が あ る 場 合 に は 、 一 括 徴 収 す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い ま す 。

　 新 勤 務 先 で は 最 下 段 の 事 項 を 記 載 し 、 一 月 一 日 現 在 の 住 所 地 （ 課 税 地 ） の 市 町 村 長 に 送 付 し て く だ さ い 。

　 ま た 、 前 勤 務 先 が 個 人 事 業 主 の 場 合 、 「 給 与 支 払 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 へ 送 付 願 い ま す 。

　 た だ し 、 「 給 与 所 得 者 」 の 欄 の 「 個 人 番 号 」 は 、 前 勤 務 先 で は 記 載 せ ず 、 新 勤 務 先 で 本 人 か ら 番 号 の 提 供 を 受 け 記 載 し て く だ さ い 。

３ 　 転 勤 、 再 就 職 等 に よ り 異 動 後 の 勤 務 先 で 引 き 続 き 特 別 徴 収 を 行 う 場 合 に は 、 前 勤 務 先 で 最 上 段 の 事 項 を 記 載 し 、 新 勤 務 先 に 送 付 願 い ま す 。

２ 　 「 宛 名 番 号 」 の 欄 に は 、 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 に 記 載 さ れ た 宛 名 番 号 を 記 載 し て く だ さ い 。

㊞
氏

名

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

給
　

 与
 　

所
　

得
 　

者
（
ア

）
（
イ

）
（
ウ

）

円

円
円

円円

円

円 円円
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附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要 

の調整をして使用することができる。 
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 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め 

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を 

   定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め

る規則（平成 1 ８年１２月規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「１０万５，１３０円」を「１０万  

５，２９０円」に、「５万７，１１０円」を「５万７，１９０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「５万２，５７０円」を「５万２，６５０円」に、「２

万８，５６０円」を「２万８，６００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項 

の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成３０年４月１日以後の期間に係

る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、

なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

- 88 -



 

 甲府市保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１１号 

   甲府市保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則 

 甲府市保育の実施に関する条例施行規則（平成１０年３月規則第７号）は、廃止

する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１２号 

   甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する 

条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

施行規則（平成２７年３月規則第７号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表第３階層の項中「１０，９００円」を「２，２００円」に、  

「１１，８００円」を「７，８００円」に改める。 

 別表の備考第７項を次のように改める。 

７ 別表の２の表において、所得割の額が７７，１０１円未満である備考第２

項のひとり親世帯等については、年齢にかかわらず最年長の子どもから年齢

順に１人目は同表の利用者負担額の欄に掲げる額（備考第５項の規定に該当

する場合は、当該規定の適用後の額）の半額又はＢ階層の項のひとり親世帯

等以外の世帯の区分に掲げる額のいずれか低い額とし、２人目以降は無料と

する。 

別表の備考第８項中「市町村民税非課税世帯」を「更に別表の１の表第２階層の 

項の世帯及び別表の２の表Ｂ階層の項の世帯」に改める。 

   附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

- 90 -



 

 甲府市助産手当支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第１３号 

甲府市助産手当支給条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市助産手当支給条例施行規則（昭和４６年３月規則第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

      

別記様式中 

 

 

を                               に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生児氏名 

 

性別 

 男・女 

分娩者との続柄  
「 

」 

出生児氏名 
「 

」 
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 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及

び甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１４号 

   甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則及び甲府市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 （甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

の一部改正） 

第１条 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行 

細則（平成１８年９月規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

 第３０条第１項中「補装具費（購入・修理）支給申請書兼調査書」を「補装具

費（購入・借受け・修理）支給申請書兼調査書」に改める。 

 第１号様式（表面）中「疾患名」を「難病の場合の疾患名」に改め、「就労移

行支援（養成施設）」の次に「就労定着支援 自立生活援助」を、「外部サービ

ス利用型」の次に「日中サービス支援型」を加え、同様式（裏面）中「（場所・

時間等）」を「（場所・日時等）」に改める。 

  第２８号様式中「補装具費（購入・修理）支給申請書兼調査書」を「補装具費 

（購入・借受け・修理）支給申請書兼調査書」に、「補装具費の支給」を「補装

具費（購入、借受け又は修理）の支給」に、「購入又は修理する」を「購入し、

借り受け、又は修理する」に改める。 

  第３２号様式中「（購入・修理）」を「（購入・借受け・修理）」に改める。 

 （甲府市児童福祉法施行細則の一部改正） 

第２条 甲府市児童福祉法施行細則（平成１５年３月規則第１７号）の一部を次の 

ように改正する。 

  第１号様式（表面）中「疾患名」を「難病の場合の疾患名」に、 
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「 

児童発達支援  医療型児童発達支援  放課後等デイサービス  保育所等訪問支援  

（ 事 業 所 名                          ）  

                                  」 

「 

児童発達支援  医療型児童発達支援  居宅訪問型児童発達支援  

放課後等デイサービス  保育所等訪問支援 

（事業所名         ） 

                                  」 

「 

 

 

□ 障害児相談支援給付費の支給を申請します。 

 

「 

児童発達支援   医療型児童発達支援   居宅訪問型児童発達支援 

放課後等デイサービス   保育所等訪問支援 

（事業所名           ） 

□ 障害児相談支援給付費の支給を申請します。    （事業所名         ） 

 

め、同様式（裏面）中「（場所・時間等）」を「（場所・日時等）」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要 

の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

を 

を 

に 改  

に 、  

」  

児童発達支援  医療型児童発達支援  放課後等デイサービス  保育所等訪問支援  

」  
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 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第１５号 

   甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１６条の２の見出し中「傷病届」を「被害届」に改め、同条第１項中「甲府市

国民健康保険第三者行為による傷病届」を「甲府市国民健康保険第三者の行為によ

る被害届」に改める。 

第１号様式の５中 

「                                   

発病又は負傷の原因                          

                                   」 

「 

発病又は負傷の原因  第三者からの行為に 
よる受診 はい・いいえ 

                                   」 

改める。 

 第４号様式中「甲府市国民健康保険第三者行為による傷病届」を「甲府市国民健 

                  「   「 

 

康保険第三者の行為による被害届」に、   を   に、 

    

                    」   」 

    

 

を 

に 

自

動

車

関

係 

保

険

関

係 
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「 

損 害 賠 償 金 を 

受 領 し た 場 合 

名     目 金 額 又 は商 品  受 領 年 月日  

  年  月  日 

                                   」 

「 

損 害 賠 償 金 を 

受 領 し た 場 合 

名     目 金 額 又 は商 品  受 領 年 月日  

  年  月  日 

 ※１．交通事故の場合は、交通事故証明書、事故発生状況報告書、自賠責（任意） 
保険証〔写〕、念書、誓約書、保険・医療給付内訳書、診療報酬明細書
〔写〕、示談の〔写〕（示談書が作成されている場合）を各 1 部添付してください。 

※２．添付書類がすぐにそろわないものは、後日提出してください。  
※３．不明な点については、下記へおたずねください。  

損保会社等から提出された場合 会社名： 担当者氏名： 連絡先： 

                                   」 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要 

の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

に 
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 甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１６号 

   甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市地方卸売市場業務条例施行規則（平成２３年３月規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

 別表中「１区画につき １，０００円」を「１区画につき １，５００円」に、 

「１，５００円」を「２，０００円」に改める。 

附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について 

適用する。 
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 甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１７号 

甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則  

甲府市市営住宅条例施行規則（平成９年１０月規則第３５号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第１６条第１項中「第３２条第３項」を「第３２条第４項」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規程  
 

甲府市規程第１号 

 甲府市事案決定規程及び甲府市庁舎防火管理規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市事案決定規程及び甲府市庁舎防火管理規程の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改 

 正する。 

  別表第２企画部、企画総室、地域振興の表第５項中第２号及び第３号を削り、 

第４号を第２号とし、第５号を第３号とし、第６号を第５号とし、同号の前に次

の１号を加える。 

⑷  創 作 の 森 お び な

の 管 理 に 関 す る こ

と 。  

 

 同 上    同 上    同 上   

 

別表第２市民部、市民総室、総務の表に次の１項を加える。 

７  固 定 資 産 評 価 審 査

委 員 会 に 関 す る 事 項  

     

 ⑴  固 定 資 産 評 価 審  

査 委 員 会 に 関 す る

こ と 。  

   

 ○   

 

別表第２市民部、課税管理室、市民税の表第２項を削る。 

別表第２福祉保健部、福祉保健総室、保健所設置の表の次に次のように加え

る。 
健 康 政 策   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室  長    課  長   

１  健 康 都 市 構 想 に 関

す る 事 項  
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⑴  健 康 都 市 構 想 に

関 す る こ と 。  

  
 重 要    一 般的    軽 易   

  

２  地 域 支 援 事 業 に 関

す る 事 項  

     

⑴  地 域 支 援 事 業 に

関 す る こ と 。  

 
 重 要    一 般的    軽 易   

  

３  地 域 包 括 支 援 セ ン

タ ー 運 営 協 議 会 に 関

す る 事 項  

     

⑴  地 域 包 括 支 援 セ   

 重 要    一 般的    軽 易   

  

ン タ ー 運 営 協 議 会

の 運 営 に 関 す る こ

と 。  

 

４  保 健 セ ン タ ー 、 健

康 の 杜 セ ン タ ー 及 び

い き い き プ ラ ザ に 関

す る 事 項  

     

⑴  保 健 セ ン タ ー 、

健 康 の 杜 セ ン タ ー

及 び い き い き プ ラ

ザ の 運 営 管 理 に 関

す る こ と 。  

   

 ○   

 

５  墓 地 、 納 骨 堂 又 は

火 葬 場 の 経 営 の 許 可

に 関 す る 事 項  

     

⑴  墓 地 、 納 骨 堂 又

は 火 葬 場 の 経 営 の  

 許 可 に 関 す る こ 

と 。  

 

 ○   

   

６  公 衆 衛 生 事 業 に 関

す る 事 項  

     

⑴  公 衆 衛 生 事 業 に

お け る 補 助 金 の 交

付 に 関 す る こ と 。  

   

 ○   

 

７  地 域 医 療 支 援 に 関

す る 事 項  

     

⑴  地 域 医 療 支 援 に

関 す る こ と 。  

  
 ○   
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別表第２福祉保健部、福祉保健総室、健康衛生の表中「 健康衛生 」を

「 健康増進 」に改め、第６項を削り、第７項を第６項とし、第８項から第

１０項までを１項ずつ繰り上げ、第１１項から第１３項までを削る。 

別表第２福祉保健部、福祉保健総室、生活福祉の表中 

 「 

生 活 福 祉   

                                   」 

「   長寿支援室 

生 活 福 祉   

                                  」 

改める。 

別表第２福祉保健部、長寿支援室、高齢者福祉の表中 

「   長寿支援室 

高 齢 者 福 祉   

                                 」 

 「 

高 齢 者 福 祉   

                                  」 

改め、同表第５項の次に次の２項を加える。 

６  高 齢 者 保 健 福 祉 計

画 に 関 す る 事 項  

     

 ⑴  高 齢 者 保 健 福 祉

計 画 の 推 進 に 関 す

る こ と 。  

  

 ○   

  

７  成 年 後 見 制 度 に 関

す る 事 項  

     

 ⑴  成 年 後 見 制 度 に

関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

別表第２福祉保健部、長寿支援室、地域包括支援の表を削る。 

別表第２福祉保健部、長寿支援室、介護保険の表第５項中「保険給付」を「保

険給付等」に改め、同項第 1 号中「給付費」を「給付費等」に改め、同項第２号

中「給付」を「給付等」に改め、同項第３号中「給付費」を「給付費等」に改

め、同項第４号中「介護給付費明細書」を「介護給付費明細書等」に改める。 

を  

を  

に  

に  
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別表第２福祉保健部、長寿支援室、障がい福祉の表第１項第９号中「障害者福

祉計画及び障害福祉計画」を「障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計

画」に改める。 

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子ども支援の表第８項第８号を削

る。 

別表第２産業部、農林振興室、農政の表第１項第７号及び第８号を削り、同表

中第３項から第７項までを削り、第８項を第３項とし、第９項を第４項とし、同

表第１０項中「農道の監理」を「農業関連施設の管理」に改め、同項を同表第５

項とし、同表第１１項を同表第６項とし、同表の次に次のように加える。 

就 農 支 援   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室  長    課  長   

１  農 地 の 再 生 及 び 活

用 に 関 す る 事 項  

     

⑴  農 地 の 再 生 及 び

 活 用 に 関 す る こ 

と 。  

 

 重 要   

 

 一 般的   

 

２  担 い 手 支 援 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  担 い 手 育 成 確 保

に 関 す る こ と 。  

 
 重 要   

 
 一 般的   

 

３  農 業 技 術 指 導 及 び

試 験 研 究 に 関 す る 事

項  

     

⑴  果 樹 、 花 き 、 そ

菜 、 畜 産 、 養 蚕 及

び 米 麦 に 係 る 技 術

指 導 及 び 試 験 研 究

に 関 す る こ と 。  

   

 ○   

 

４  農 業 先 端 技 術 に 関

す る 事 項  

     

⑴  技 術 開 発 に 関 す

る こ と 。  

   
 ○   

 

５  そ の 他 農 業 指 導 等

に 関 す る 事 項  

     

⑴  農 機 具 の 技 術 指     ○    
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導 及 び 貸 付 け に 関

す る こ と 。  

⑵  生 活 改 善 対 策 及

び 農 村 婦 人 の 家 の  

 運 営 に 関 す る こ 

と 。  

   

 ○   

 

⑶  農 作 物 の 災 害 防

止 及 び 被 害 の 認 定

等 に 関 す る こ と 。  

   

 ○   

 

⑷  植 物 等 優 良 種 苗

の 購 入 契 約 及 び 検

収 に 関 す る こ と 。  

    総 務 部

契 約 管

財 室 契

約 課 の

決 定 区

分 に 準

ず る 。  

⑸  有 害 鳥 獣 対 策 に

関 す る こ と 。  

 
 重 要   

 
 一 般的   

 

６  施 設 内 生 産 物 の 処

分 に 関 す る 事 項  

     

⑴  施 設 内 生 産 物 の  

処分に関すること。 

   
 ○   

 

７  施 設 の 管 理 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  ほ 場 の 整 備 に 関

す る こ と 。  

   
 ○   

 

⑵  市 民 農 園 に 関 す

る こ と 。  

   
 ○   

 

別表第２産業部、農林振興室、林政の表第４項に次の２号を加える。 

⑻  自 然 公 園 法 （ 昭  

 和 ３ ２ 年 法 律 第 

１ ６ １ 号 ） に 関 す

る こ と 。  

  

 重 要    一 般的    軽 易   

  

⑼  ク リ ス タ ル ラ イ

ン の 整 備 促 進 に 関

す る こ と 。  

 

 同 上    同 上    同 上   

 

別表第２市立甲府病院、診療支援部の表第４項を削り、同表の次に次のように 
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加える。 

医療支援センター   

    項 目       決 定 区 分  
 備 考   

副 市 長   院 長   部長等   室 長   課 長   

１  医 療 支 援 等 に 関 す

る 事 項  

      

⑴  医 療 ス タ ッ フ の

業 務 緩 和 に 関 す る

こ と 。  

    

 ○   

 

⑵  病 歴 情 報 等 に 関

す る こ と 。  

    
 ○   

 

 （甲府市庁舎防火管理規程の一部改正） 

第２条 甲府市庁舎防火管理規程（昭和４９年２月規程第１号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 別表第１中「健康衛生課長」を「健康増進課長」に、「農政課長」を「就農支

援課長」に、「健康衛生課予防衛生係長」を「健康増進課予防係長」に改める。 

 別表第２中「健康衛生課長」を「健康増進課長」に、「支所市民課長」を「支

所長」に、「 係長 」を「 就農支援課長 」に、「健康衛生課予防衛生係

長」を「健康増進課予防係長」に改める。 

  附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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告示 
 

甲府市告示第７６号     

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        法人市民税督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第７７号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第及び甲府市介護予防・日

常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第３

の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事

業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府市

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福

第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３０年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００５９４ 

２ 事業所の名称      レコードブック甲府貢川 

３ 事業所の所在地      甲府市貢川本町４－２６ ビブレ２１ 

４ 当該事業所の申請者      笛吹市石和町広瀬３－１ 

              株式会社ブレイントラスト 

          代表取締役 長野 健順 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３０年３月１日 
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甲府市告示第７８号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条の１

２第１項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予

防サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１及び第１１５

条の２０の規定により公示する。 

 

平成３０年３月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００６０２ 

２ 事業所の名称      やさしい手小瀬事業所 けやきの森茶論 

３ 事業所の所在地      甲府市上町３３９－２ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市上石田１－７―１４ 

              株式会社やさしい手甲府 

          代表取締役社長 根津 宏次 

５ サービスの種類      （介護予防）小規模多機能型居宅介護  

６ 指定年月日          平成３０年３月１日 
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甲府市告示第７９号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、この

告示の日から平成３０年３月１４日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ９５５ 

３ 路線名    中央市場５号線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区  間 

延長 

（メートル） 

幅員 

（メートル） 

旧 
甲府市国母四丁目１５８３番地先から 

甲府市国母四丁目１７３６番地先まで 
２０９.４ 

１０．０～ 

  １２．６ 

新 
甲府市国母四丁目１５８３番地先から 

甲府市国母四丁目１７３６番地先まで 
２０９.４ 

１０．０～ 

  １６．５ 

 

- 107 -



甲府市告示第８０号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年３月１４日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３０年３月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

 

 

 

 

道路の

種類 
路 線 名 区   間 

延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 中央市場５号線 甲府市国母四丁目 

１５８３番地先から 

甲府市国母四丁目 

１７３６番地先まで 

２０９．４ 平成３０年 

３月１日 
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甲府市告示第８１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        市民発第４５８０号 差押調書（謄本） 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第８２号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月２日 

 

                 甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書類名        交付要求通知書  市民発第４７８２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                           甲府市告示第８３号  

 

 次の後期高齢者医療保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所

（居所）について調査を行ったがなお不明のため高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年８月１７日法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 

つでも交付する。 

 

  平成３０年３月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

１ 書類名        平成２８年度後期高齢者医療保険料第３期分督促状 

             平成２８年度後期高齢者医療保険料第４期分督促状 

             平成２８年度後期高齢者医療保険料第５期分督促状 

             平成２８年度後期高齢者医療保険料第６期分督促状 

             平成２８年度後期高齢者医療保険料第７期分督促状 

             平成２９年度後期高齢者医療保険料第３期分督促状 

             平成２９年度後期高齢者医療保険料第４期分督促状 

             平成２９年度後期高齢者医療保険料第５期分督促状 

             平成２９年度後期高齢者医療保険料第６期分督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第８４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲 府 市 上 町 字 大 土 井 １ ８ ６ ６ 番 ２ 及 び １ ８ ６ ６ 番 ２ ０ か ら 

１８６６番２３まで 

以上５筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市落合町５６８番地５ 

   新日本通産株式会社 

   代表取締役 三 村  修 
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甲府市告示第８５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成３０年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市中小河原一丁目１３１０番１ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市丸の内三丁目１５番１１号 

   森澤 亮治 

- 113 -



                           甲府市告示第８６号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成３０年３月７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   別紙のとおり 

３ 返 戻 日   別紙のとおり 

４ 通 知 者   別紙のとおり（６件） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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                           甲府市告示第８７号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成３０年３月８日 

 

                 甲府市長  樋 口  雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第８８号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成３０年３年９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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                          甲府市告示第８９号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成３０年３月１２日 

 

甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書 類 名   差押調書（謄本） 

２ 発 送 日   平成３０年２月２１日 

３ 返 戻 日   平成３０年２月２６日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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甲府市告示第９０号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３０年３月市議会定例会におい

て議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成３０年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成２９年度甲府市一般会計補正予算（第８号） 

２ 平成２９年度甲府市一般会計補正予算（第９号） 

３ 平成２９年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

４ 平成２９年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）  

５ 平成２９年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

６ 平成２９年度甲府市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

     平成３０年３月１２日 原案可決 
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甲府市告示第９１号  

 

 次の市税にかかわる書類はその送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したが

返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書類名        交付要求通知書  市民発第４８１２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第９２号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書類名        交付要求通知書  市民発第４８３３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第９３号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書類名        交付要求通知書  市民発第４８１４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 

- 121 -



甲府市告示第９４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月１３日 

 

                 甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書類名        交付要求通知書  市民発第４８８７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第９５号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するため、同条第３項の規定に

より公示する。 

 

  平成３０年３月１４日 

                     

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦 覧 期 間 平成３０年４月１日から平成３０年５月１日まで 

                 （ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦 覧 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦 覧 場 所 甲府市役所本庁舎３階 資産税課 
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甲府市告示第９６号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、この

告示の日から平成３０年３月２８日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年３月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ７４５ 

３ 路線名    千塚五丁目１号線 

４ 道路の区域 

 

旧新

の別 
区間 

幅員 

（メートル） 

延長 

（メートル） 

旧 

甲府市千塚五丁目３０２５番２地先から  

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先まで  

４．２～ 

  ９．２ 
２８．８ 

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先から  

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先まで  

４．４～ 

  １６．６ 
１２．４ 

新 
甲府市千塚五丁目３０３２番１地先から  

甲府市千塚五丁目３０３２番１地先まで  

４．４～ 

  ２５．３ 
１３．０ 
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甲府市告示第９７号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり

道路の供用を開始する。その関係図面は、建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年３月２８日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３０年３月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路 線 名 区   間 延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 千塚五丁目 

１号線 

甲府市千塚五丁目３０

３２番１地先から 

甲府市千塚五丁目３０

３２番１地先まで 

１３．０ 平成３０年 

３月１５日 
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甲府市告示第９８号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者の指

定を更新したので、同法第５１条の３０第２項の規定により公示します。  

 

平成３０年３月１６日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一      

 

１ 指定特定相談支援事業者 

事業者の名称

及び所在地 

事業所の名称

及び所在地 

指定有効期

間 

指定した事

業の種類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

 

医療法人  山

角会 

 

山梨県甲府市

美咲１丁目６

番１０号 

 

サポートプラ

ザ山の手 

 

山梨県甲府市

美咲１丁目８

番５号 

 

 

平成３０年

４月１日 

～ 

平成３６年

３月３１日 

指定計画相

談支援 

 

 

身体障

害者、

知的障

害者、

精神障

害者 

1930100514 
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甲府市告示第９９号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下、「障害者総合支援法」という。）第５１条の１７第１項第１号に

規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２４条の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を更新した

ので、障害者総合支援法第５１条の３０第２項及び児童福祉法第２４条の３７の規

定により公示します。 

 

平成３０年３月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定特定相談支援事業者 

事業者の名称

及び所在地 

事業所の名称

及び所在地 

指定有効期

間 

指定した

事業の種

類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

 

社会福祉法人 

山梨ライトハ

ウス 

山梨県甲府市

下飯田２丁目

１０番１号 

 

相談支援事業

所ヴィーヴィ 

 

山梨県甲府市

下飯田１丁目

１０番２２号 

 

 

平成３０年

４月１日 

～ 

平成３６年

３月３１日 

指定計画

相談支援 

 

 

 

特定な

し 

 

 

 

1930100266 

 

 

 

 

２ 指定障害児相談支援事業者 

事業者の名称

及び所在地 

事業所の名称

及び所在地 

指定有効期

間 

指定した

事業の種

類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

 

社会福祉法人 

山梨ライトハ

ウス 

山梨県甲府市

下飯田２丁目

１０番１号 

 

相談支援事業

所ヴィーヴィ 

 

山梨県甲府市

下飯田１丁目

１０番２２号 

 

 

平成３０年

４月１日 

～ 

平成３６年

３月３１日 

指定障害

児相談支

援 

 

 

特定な

し 

 

 

1970101125 
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甲府市告示第１００号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下、「障害者総合支援法」という。）第５１条の１７第１項第１号に

規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２４条の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を更新した

ので、障害者総合支援法第５１条の３０第２項及び児童福祉法第２４条の３７の規

定により公示します。 

 

平成３０年３月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一      

 

１ 指定特定相談支援事業者 

事業者の名称

及び所在地 

事業所の名称

及び所在地 

指定有効期

間 

指定した事

業の種類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

 

社会福祉法人 

甲府市社会福

祉事業団 

山梨県甲府市

東光寺１丁目

１０番２５号 

 

甲府市障害者

センター相談

室あんず 

山梨県甲府市

東光寺１丁目

１０番２５号 

 

 

平成３０年

４月１日 

～ 

平成３６年

３月３１日 

指定計画相

談支援 

 

 

 

特定な

し 

 

 

 

1930100506 

 

 

 

 

２ 指定障害児相談支援事業者 

事業者の名称

及び所在地 

事業所の名称

及び所在地 

指定有効期

間 

指定した事

業の種類 

事業の

主たる

対象者 

事業所番号 

 

社会福祉法人 

甲府市社会福

祉事業団 

山梨県甲府市

東光寺１丁目

１０番２５号 

 

甲府市障害者

センター相談

室あんず 

山梨県甲府市

東光寺１丁目

１０番２５号 

 

 

平成３０年

４月１日 

～ 

平成３６年

３月３１日 

指定障害児

相談支援 

 

 

特定な

し 

 

 

1970101117 
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                          甲府市告示第１０１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書 市民発第５０９５号 

             配当計算書 市民発第５０９６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                         甲府市告示第１０２号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年３月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２９年度市県民税過年３期督促状 

平成２９年度市県民税過年４期督促状 

平成２９年度市県民税第１期督促状 

平成２９年度市県民税第２期督促状 

平成２９年度市県民税第３期督促状 

平成２９年度市県民税第４期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１０３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年３月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市大里町字東耕地２０２９番１、２０２９番２、２０２９番７から 

２０２９番１６まで及び２０３０番３ 

以上１３筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   山梨市小原東３６０番地２ 

   坂本建設株式会社 

   代表取締役 坂 本 英 正 

 

   甲府市相生一丁目１番１号 

   リオ．不動産コンサル株式会社 

   代表取締役 長 谷 川 一 也 
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甲府市告示第１０４号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和  

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年３月２０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成２９年度甲府市国民健康保険料納入通知書  

              兼決定通知書 

平成２８年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼決定通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市役所市民部市民総室国民健康保険課  
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甲府市告示第１０５号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成３０年３月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                         甲府市告示第１０６号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２９年度固定資産税（償却資産）第３期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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                         甲府市告示第１０７号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２８年度固定資産税（土地家屋）第４期督促状 

             平成２９年度固定資産税（土地家屋）第１期督促状  

             平成２９年度固定資産税（土地家屋）第２期督促状  

             平成２９年度固定資産税（土地家屋）第３期督促状  

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１０８号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市池田二丁目７８番４及び７８番７から７８番２６まで 

以上２１筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路、ゴミ置場及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市富竹一丁目９番１３号 

   株式会社泰栄企画 

代表取締役 丸 山 泰 章 
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甲府市告示第１０９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市桜井町字大門８５番１から８５番１３まで 

以上１３筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、ゴミ置場及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市伊勢四丁目２２番１号 

   西甲府住宅株式会社 

代表取締役 戸 田 克 己 
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甲府市告示第１１０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年３月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市荒川二丁目１３４番１及び１３４番７から１３４番１１まで 

以上６筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市下石田二丁目１６番２４号 

   株式会社サングリン不動産 

代表取締役 依 田 正 文 
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                          甲府市告示第１１１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書  市民発第５２５１号 

             配当計算書  市民発第５２５２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１１２号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押書  市民発第５２７９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１１３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市和戸町字奈良原９４０番３、９４０番５及び９４０番６ 

   以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市酒折一丁目１０番３２号  

   山梨トヨペット株式会社 

 代表取締役 髙野 孫左ヱ門 
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甲府市告示第１１４号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第２項に規定する連担建築物  

設計を次のとおり認定したので、同条第８項の規定により公告する。  

 その計画書は、建設部まち開発室建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。 

 

 

  平成３０年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 対象区域    甲府市北新一丁目３１１－１の一部、３１１－８、３１１-

１７の一部、３１３－６ 

２ 対象区域面積  １３，５１９．７４㎡ 
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                          甲府市告示第１１５号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成３０年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        国民健康保険料過誤納金還付充当通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第１１６号  

 

 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）  

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭  

和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示をする。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成３０年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 書類名       平成２９年度国民健康保険料第２期分督促状 

平成２９年度国民健康保険料第６期分督促状 

平成２９年度国民健康保険料第７期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１１７号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３０年３月市議会定例会におい

て議決を経た予算を、別紙のとおり公表する。 

 

平成３０年３月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成３０年度 甲府市一般会計予算 

２ 平成３０年度 甲府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 平成３０年度 甲府市交通災害共済事業特別会計予算 

４ 平成３０年度 甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

５ 平成３０年度 甲府市介護保険事業特別会計予算 

６ 平成３０年度 甲府市古関・梯町簡易水道事業特別会計予算 

７ 平成３０年度 甲府市農業集落排水事業特別会計予算 

８ 平成３０年度 甲府市簡易水道等事業特別会計予算 

９ 平成３０年度 甲府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

10 平成３０年度 甲府市浄化槽事業特別会計予算 

11 平成３０年度 甲府市地方卸売市場事業会計予算 

12 平成３０年度 甲府市病院事業会計予算 

13 平成３０年度 甲府市下水道事業会計予算 

14 平成３０年度 甲府市水道事業会計予算 

 

平成３０年３月２３日 原案可決 
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                          甲府市告示第１１８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年３月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書  市民発第５３３０号 

             配当計算書  市民発第５３３１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１１９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年３月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市宮原町字堰添１２２７番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市宮原町１１９１番地 

   社会福祉法人 さくら会 

   理事長 桜林 幹夫 
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甲府市告示第１２０号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成３０年３月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００６２８ 

２ 事業所の名称      特別養護老人ホーム 風林荘別館 

３ 事業所の所在地      甲府市宮原町１２２７－１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市宮原町１１９１ 

              社会福祉法人 さくら会 

          理事長 桜林 幹夫 

５ サービスの種類      地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

６ 指定年月日          平成３０年３月２８日 
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甲府市告示第１２１号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり  

道路の区域を決定する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年４月１１日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １６３５ 

３ 路線名    大里区画整理２２号線 

４ 道路の区域 

区 間 
幅 員 

(メートル) 

延 長 

(メートル) 
備 考 

甲府市大里町５３１９番地先から 

甲府市大里町５３２４番地先まで 

５．９２～ 

１２．０ 
２６１．６ 

 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １６３６ 

３ 路線名    大里区画整理２３号線 

４ 道路の区域 

区 間 
幅 員 

(メートル) 

延 長 

(メートル) 
備 考 

甲府市大里町５３１８番地先 

甲府市大里町５３２５番地先 

５．９８～ 

１０．７ 
１４８．１ 
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甲府市告示第１２２号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､次のとおり  

道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年４月１１日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の 

種類 
路 線 名 区  間 

延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 
大里区画整理

２２号線 

甲府市大里町５３１９番地先から 

甲府市大里町５３２４番地先まで 
２６１．６ 

平成３０年 

３月２９日 

市 道 
大里区画整理

２３号線 

甲府市大里町５３１８番地先から 

甲府市大里町５３２５番地先まで 
１４８．１ 

平成３０年 

３月２９日 

 

- 150 -



甲府市告示第１２３号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり  

道路の区域を決定する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年４月１１日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ９４９ 

３ 路線名    朝気二丁目５号線 

４ 道路の区域 

区 間 
幅 員 

(メートル) 

延 長 

(メートル) 
備考 

甲府市朝気二丁目２７９番１５地先から 

甲府市朝気二丁目１０９７番２地先まで 

４．１０～ 

４．９０ 
３７４．９ 
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甲府市告示第１２４号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､次のとおり  

道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年４月１１日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

 

道路の 

種類 
路 線 名 区  間 

延 長 

(メートル) 

供用開始の 

年月日 

市 道 
朝気二丁目 

５号線 

甲府市朝気二丁目２７９番１５地先から 

甲府市朝気二丁目１０９７番２地先まで 
３７４．９ 

平成３０年 

３月２９日 
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                          甲府市告示第１２５号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､別紙のとお

り道路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年４月１１日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３０年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１２６号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､別紙のとお

り道路の供用を開始する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年４月１１日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３０年３月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１２７号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の５第１項の規定に基

づく指定介護予防通所介護相当サービス事業者として次の者を指定したので、甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３０年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０４４９１ 

２ 事 業 所 の 名 称   あい小瀬泉 

３ 事 業 所 の 所 在 地   甲府市小瀬町７７７－１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市落合町５６８－５ 

               新日本通産株式会社 

代表取締役 三村 修 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指 定 年 月 日      平成３０年４月１日 

- 155 -



甲府市告示第１２８号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成３０年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００６１０ 

２ 事業所の名称      特別養護老人ホームいけだの里 

３ 事業所の所在地      甲府市下飯田１－２－１７ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市若松町６－３５ 

              社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会 

          理事長 平田 理 

５ サービスの種類      地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

６ 指定年月日          平成３０年３月３１日 
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甲府市告示第１２９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市国玉町字奥飯寄２８５番２、２８７番１及び２９４番１ 

以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   富士吉田市下吉田五丁目１５番２９号 

   芙蓉ホテルサービス株式会社 

代表取締役 大 森  彦 一 
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甲府市告示第１３０号  

 

平成２６年８月２１日甲府市告示第３８２号により指定した特定有害物質によっ

て汚染されている区域の一部について、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３

号）第６条第４項の規定により指定を解除する。 

 

平成３０年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定を解除する区域 

   甲府市荒川二丁目１２２番の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基

準に適合していなかった特定有害物質の種類 

   鉛及びその化合物 

３ 指定を解除する区域において講じられた汚染の除去等の措置  

   土壌汚染の除去 
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甲府市告示第１３１号 

 

平成２６年８月２１日甲府市告示第３８３号により指定した特定有害物質によっ

て汚染されている区域の一部について、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３

号）第１１条第２項の規定により指定を解除する。 

 

平成３０年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定を解除する区域 

   甲府市荒川二丁目１２２番の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項及び

第２項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類 

   鉛及びその化合物 

３ 指定を解除する区域において講じられた汚染の除去等の措置  

   土壌汚染の除去 
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甲府市告示第１３２号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の６第４項の規定によ

り準用する法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づく指定介護予防訪問介護相

当サービス事業者として次の者を指定したので、甲府市介護予防・日常生活支援総

合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第１０の規定によ

り公示する。 

 

平成３０年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   別紙のとおり 

２ 事 業 所 の 名 称    別紙のとおり 

３ 事 業 所 の 所 在 地   別紙のとおり 

４ 当該事業所の申請者      別紙のとおり 

５ サ ー ビ ス の 種 類   別紙のとおり 

６ 指 定 年 月 日      別紙のとおり 
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甲府市告示第１３３号 

 

甲府都市計画事業甲府駅周辺土地区画整理事業の事業計画を変更したので、土

地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項で準用する同条第９

項の規定により公告する。 

また、この事業計画において定める施行地区及び設計の概要を表示する図書の

写しを同条第１３項で準用する同条第１０項の規定により公衆の縦覧に供するので、

土地区画整理法施行規則（昭和３０年建設省令第５号）第４条の４の規定により公

告する。 

 

平成３０年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 土地区画整理事業の名称 甲府都市計画事業甲府駅周辺土地区画整理事業 

２ 施行者の名称      甲府市 

３ 施行地区        甲府市北口一丁目、北口二丁目、北口三丁目、朝日              

一丁目、朝日二丁目、朝日三丁目、丸の内一丁目、              

丸の内二丁目及び宝一丁目の各一部 

４ 事業施行期間      平成３年１２月１２日から 

平成３６年３月３１日まで 

５ 事務所の所在地     甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所 

６ 事業計画決定の日    平成３年１２月１２日 

７ 事業計画変更の日    平成３０年３月３０日 

８ 縦覧場所        甲府市役所本庁舎８階 

建設部まち開発室区画整理課 
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教育委員会  
 

甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林   仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第２号 

   甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

 甲府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項の表生涯学習室の項を次のように改める。 

生涯学習室 生涯学習課 生涯学習係、芸術係 

歴史文化財課 文化財係 

スポーツ課 スポーツ係、企画整備係 

第８条中「生涯学習文化課」を「生涯学習課」に改める。 

第１２条中「生涯学習文化課」を「生涯学習課」に改める。 

 別表生涯学習室、生涯学習文化課及び冬季国体課の項を次のように改める。 

生涯学習課  (1)  生涯学習推進本部に関すること。 

(2)  生涯学習ビジョンに関すること。 

(3)  まなびフェスティバル事業に関するこ

と。 

(4)  まなび奨励ポイント制度に関するこ

と。 

(5)  出前講座に関すること。 
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(6)  放課後子供教室に関すること。 

(7)  生涯学習情報の収集、提供に関するこ

と。 

(8)  社会教育委員に関すること。 

(9)  公民館の総合調整に関すること。 

(10)  成人式に関すること。 

(11)  総合市民会館に関すること。 

(12)  「甲府 きょういくの日（教育・共

育・郷育）」に関すること。 

(13)  文化団体の育成及び助成に関するこ

と。 

(14)  文化芸術の普及と振興に関すること。 

(15)  御岳文芸座の運営管理に関すること。 

(16)  山崎方代の顕彰事業に関すること。 

歴史文化財課  (1)  文化財の保護活用及び啓発普及に関す

ること。 

(2)  埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 

(3)  武田氏館跡の保存管理及び整備活用に

関すること。 

(4)  文化財調査審議会に関すること。 

(5)  藤村記念館運営管理に関すること。 

   附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜ

られていた課配置職員（部長、室長及び課長等を除く。）は別に辞令を発せら

れない限り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部、室又は課に勤

務を命ぜられたものとする。 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 教 育 部  生涯学習室 生涯学習課 
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 甲府市立小中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

   甲府市立小中学校管理規則の一部を改正する規則 

 甲府市立小中学校管理規則（昭和３２年６月教委規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１３条の３の次に次の１条を加える。 

（共同学校事務室及び室長） 

第１３条の４ 教育委員会は、その指定する二以上の学校に係る事務を当該学校の 

事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちい

ずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。 

２ 教育委員会は、共同学校事務室に室長及び所要の職員を置くこととし、室長 

は、共同学校事務室の室務をつかさどるものとする。 

３ 共同学校事務室の室長及び職員は、当該共同学校事務室がその事務を共同処理 

する学校の事務職員をもって充てるものとする。 

４ 共同学校事務室に関し必要な事項は、「甲府市立小中学校共同学校事務室運営 

規程」の定めるところによる。 

第１５条第２項の表事務職員、事務主幹の項中「に従事する」を「をつかさど

る」に改め、同表事務職員、事務幹の項中「に従事する」を「をつかさどる」に改

め、同表事務職員、事務主査の項中「に従事する」を「をつかさどる」に改め、同

表事務職員、事務主任 事務職員の項中「に従事する」を「をつかさどる」に改め

る。 

附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  平成３０年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小  林   仁 

 

 

甲府市教育委員会規程第１号 

   甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会事務局事案決定規程（昭和４８年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２生涯学習文化及び冬季国体の表を次のように改める。 

生涯学習  

      項目      決定区分  備考 

 部長  室長  課長  

１ 生涯学習の推進に関する事項     

(1)  生涯学習の推進に関する

こと。 

重要  軽易  

(2)  関係諸団体との連絡調整

に関すること。 

同上  同上  

２ 社会教育委員に関する事項     

(1)  社会教育委員の会議の庶

務に関すること。 

   ○  

(2)  社会教育委員調査研究に

関すること。 

   ○  

３ 成人式に関する事項     

(1)  成人該当者調査と式典へ

の案内状発送等準備に関する

こと。 

   ○  

４ 公民館及び地域集会所の運営

管理並びに市民センターの施設

の管理に関する事項 

    

(1)  公民館及び地域集会所の   ○  
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使用許可に関すること。 

(2)  公民館運営審議会の庶務

に関すること。 

   ○  

(3)  市民センターの施設の管

理に関すること。 

   ○  

５ 社会教育指導員に関する事項     

(1)  社会教育指導員の服務研

修に関すること。 

   ○  

６ 社会教育団体に関する事項     

(1)  社会教育団体の育成に関

すること。 

   ○  

７ 社会教育各種学級に関する事

項 

    

(1)  各種学級の育成に関する

こと。 

   ○  

８ その他公民館活動に関する事

項 

    

(1)  公民館講座の開設運営に

関すること。 

   ○  

(2)  民間ユネスコ活動の助言

協力に関すること。 

   ○  

９ 総合市民会館に関する事項     

(1)  総合市民会館の管理に関

すること。 

   ○  

１０ 文化、芸術の振興に関する

事項 

    

(1)  文化、芸術団体との連携

育成に関すること。 

   ○  

１１ 御岳文芸座の運営管理に関

する事項 

    

(1)  御岳文芸座の使用許可に

関すること。 

   ○  

 

歴史文化財  

      項目     決定区分  備考 

 部長  室長  課長 

１ 文化財保護に関する事項     

(1)  指定文化財保持者への指   ○  
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導に関すること。 

(2)  指定文化財の調査に関す

ること。 

   ○   

  

(3)  指定区域内における現状

変更等に関すること。 

   ○  

(4)  文化財調査審議会の庶務

に関すること。 

   ○  

２ 藤村記念館の運営管理に関す

る事項 

    

(1)  資料の収集、保存に関す

ること。 

   ○  

(2)  運営協議会の庶務に関す

ること。 

   ○  

３ 民俗資料館の運営管理に関す

る事項 

    

(1)  資料の収集、保存に関す

ること。 

   ○  

 附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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甲府市立小中学校共同学校事務室運営規程をここに公布する。 

  平成３０年３月２９日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規程第２号 

   甲府市立小中学校共同学校事務室運営規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、甲府市立小中学校管理規則（昭和３２年６月教委規則第 

１号）第１３条の４の規定に基づき、甲府市立小中学校共同学校事務室（以下

「共同学校事務室」という。）における組織、運営及び業務等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 共同学校事務室は、学校事務に係る業務を連携し、共同処理することによ 

り、事務の効率化を進めることを目的とする。 

（組織） 

第３条 甲府市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、地域の特性に応じ 

て定めた４つの共同学校事務室を設置し、共同学校事務室に属する小中学校を指

定する。 

２ 教育委員会は、共同学校事務室を実施する学校のうち中心となって共同学校事 

務室を運営する学校（以下「拠点校」という。）及び拠点校と連携して業務を行

う学校（以下「連携校」という。）を指定する。 

３ 共同学校事務室は、拠点校及び連携校の事務職員及び事務担当者をもって構成 

 する。 

４ 共同学校事務室には、室長、副室長及び室員を置く。 

５ 室長は、共同学校事務室の職員のうち事務主幹又は事務幹をもって充てる。た 

 だし、事務主幹又は事務幹がいない場合は、教育委員会が任命する。 
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６ 室長を置く学校を拠点校とする。 

７ 副室長は、連携校の事務職員の中から充てる。 

８ 室長及び副室長以外の事務職員を室員に充てる。 

（室長等の職務） 

第４条 室長は、共同学校事務室を代表し、その職務は次に掲げるものとする。 

⑴ 共同学校事務室組織の業務の運営・総括・調整 

⑵ 拠点校管理職及び連携校管理職との連絡・調整 

⑶ 教育委員会及び教育事務所等との連絡・調整 

⑷ 学校財務の専門性を発揮しての、学校経営への参画 

⑸ 教職員の諸手当の認定及び確認に関わる事務 

⑹ 職務に基づく指導・助言及び研修の計画・立案 

⑺ 共同学校事務室組織間の連絡・調整 

⑻ その他共同学校事務室で必要と認められた事項 

２ 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、そ 

 の職務を代理する。 

３ 拠点校の校長は、共同学校事務室を監督する。 

（所掌事務） 

第５条 共同学校事務室の所掌事務は、次に掲げるものとする。 

⑴ 公立小中学校事務職員の標準的職務領域・職務内容（別表１）に規定する職

務の中で、共同で行うことにより適正化・効率化が図られる業務（個人情報を

有する業務を含む） 

⑵ 教育委員会から委任を受けた業務 

⑶ 事務職員の研修に関する業務 

⑷ その他共同学校事務室で行うことが適当と認められた業務 

（専決事項） 

第６条 共同学校事務室組織内の各校の校長の権限に属する一部の事務を室長に専 

決させることができる事務は、別表２のとおりとする。ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない。 

⑴ 事案が重要又は異例と認められる場合 

⑵ 事案について疑義若しくは紛議があり、又は生じる恐れがあると認められる 
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場合 

２ 室長は、専決した事項について、必要に応じ、共同学校事務室組織内の各校の 

校長に報告しなければならない。 

（運営協議会の設置） 

第７条 教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を行うため、甲府市立小中学 

校共同学校事務室運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。 

（運営協議会の運営方法） 

第８条 室長は、当該組織における共同学校事務室年間計画を事業の実施前に作成 

 し、運営協議会に提出し、運営協議会の議決を経たうえで共同学校事務室が実施 

 する業務を行うものとする。 

２ 共同学校事務室の事務職員は、年間計画に基づき定期的に又は必要に応じて集 

まり、必要な業務等を行うとともに、各所属においても業務を行えるものとす 

る。 

３ 室長は、共同学校事務室年間実績を作成し、運営協議会に報告する。 

４ 共同学校事務室は、前項の共同学校事務室年間実績の結果について精査し、次 

 年度以降、共同学校事務室の実施する業務に反映するよう努める。 

 （補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育 

委員会が別に定める。 

   附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表１（第５条関係） 

公立小・中学校事務職員の標準職務表 

１ 学校事務職員の標準的職務 

（１）学校事務職員が積極的に参画する職務は次のものとする。 

区分 職務内容 具体的な職務内容の例示 

 

 

 

 

学校経営 

学校企画運営に関する

こと 

・学校企画運営に関わる会議への参画 

・学校予算委員会の企画、運営 

学校事務全般に関する

こと 

・学校事務の職務全般に係る教職員への助 

 言 

校内諸規定の整備に関

すること 

・校内諸規定の制定、改廃 
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教育活動の支援に関す

ること 

・教育課程を実施するための予算・執行及 

び決算 

危機管理に関すること ・児童生徒の安全確保のための環境改善 

施設環境整備に関する

こと 

・施設設備の整備計画への参画 

（２）学校事務職員がつかさどる基本的な職務は次のものとする。 

区分 職務内容 具体的な職務内容の例示 

人事・給

与 

人事事務に関すること 
・採用・退職・転出入関係事務  

・その他人事関係事務 

服務事務に関すること ・服務関係諸願・届・報告等 

給与に関すること 
・給与等の支給に関する事務 

・諸手当の認定事務・報告 

旅費に関すること 
・旅費予算の執行計画及び管理  

・旅費の請求及び支給に関する事務 

総務 

情報管理に関すること ・教職員に係る情報の管理及び活用 

文書管理に関すること 
・文書の収受、配布、発送、整理、保存及 

 び廃棄等 

調査統計に関すること ・学校基本調査等調査統計事務 

監査・検査に関するこ

と 

・監査・検査に関する事務 

学務 

学籍に関すること ・転出入等学籍に関する事務 

就学・修学保障に関す

ること 

・就学援助・就学奨励に関する事務  

・その他就学・修学に関する事務 

教科書に関すること ・教科書に関する事務 

財務 

学校予算の関すること 
・学校予算の要求・編成・執行計画・決算 

 及び報告 

経理に関すること 

・学校予算の執行及び経理 

・学校予算に係る各種帳簿・証拠書類等の 

 管理・保管 

・学年又は学級事務への支援 

財務管理に関すること 
・施設設備の維持管理に関する事務 

・備品、物品の出納、管理 

 

福利厚生 
福利厚生に関すること 

・公立学校共済組合・互助組合に関する事 

 務 

・公務災害に関する事務 

・その他福利厚生に関する事務 

 

連携・渉

外 

共同実施（共同学校事

務室）に関すること 

・共同実施（共同学校事務室）への参画と 

 推進 

地域との連携に関する

こと 

・教育委員会・地域等との連絡調整 

その他 
その他の職務に関する

こと 

・所属長が指示すること 
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（３）事務主任以上が（２）に加えてつかさどる職務は次のものとする。 

区分 職務内容 具体的な職務内容の例示 

総務 情報管理に関すること 
・情報公開及び個人情報保護についての助 

 言 

財務 
経理に関すること ・学年又は学級事務への助言 

財務管理に関すること ・施設設備の維持管理に関する助言  

（４）事務主査以上が（２）（３）に加えてつかさどる職務は次のものとする。 

区分  職務内容 具体的な職務内容の例示 

学校経営 
学校事務全般に関する

こと 

・学校事務の職務全般に係る教職員への指 

 導 

総務 情報管理に関すること 
・情報公開及び個人情報保護についての指 

 導 

財務 経理に関すること ・学年又は学級事務への指導 

連携・渉

外 

共同実施（共同学校事

務室）の運営に関する

こと 

・グループ内の事務連携及び企画、連絡調 

 整 

・事務幹の補佐及び連携推進 

・近隣校への事務支援 

（５）事務幹以上が（２）（３）（４）に加えてつかさどる職務は次のものとす

る。 

区分 職務内容 具体的な職務内容の例示 

連携・渉

外 

共同実施（共同学校事

務室）の経営に関する

こと 

・共同実施（共同学校事務室）において共 

 同処理する事務の総括 

・共同実施（共同学校事務室）内の事務職 

 員（室員）への指導助言 

・学校事務職員未配置校への支援  

・職務に関する地区の諸課題改善に向けた 

 取組 

・市町村教育委員会やその他関係諸機関に 

 意見具申し、効率的な共同実施（共同学 

 校事務室）体制を整えること。 

・共同実施（共同学校事務室）に係る事務 

 のうち、市町村教育委員会が別に定める 

 事務について専決すること 

地域との連携に関する

こと 

・教育事務所、市町村教育委員会、及びそ 

 の他関係諸機関との渉外 

・共同実施（共同学校事務室）設置校との 

 連絡調整 

人材育成 人材育成に関すること ・事務職員の資質向上に向けた研修の企画 

（６）事務主幹以上が（２）（３）（４）（５）に加えてつかさどる職務は次のも

のとする。 
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区分 職務内容 具体的な職務内容の例示 

連携・渉

外 

共同実施（共同学校事

務室）間の総括と推進

に関すること 

・共同実施（共同学校事務室）間の進捗状 

 況を監督し、指導、調整 

・全県的視野から共通の課題や問題点につ 

 いて必要な指導、助言 

人材育成 人材育成に関すること 

・全県的なリーダーの育成 

・研修体制の整備について、県教育委員会 

 及び市町村教育委員会に意見具申を行う 

 こと 

別表２（第６条関係） 

  

 

 室長の専決事項 

・教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当の認定及び確認に関すること。  

・保管年限を経過した文書の廃棄に関すること。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第１号    

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０ 

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び  

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に 

規定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の  

１／６の数は、次のとおりである。  

 

平成３０年３月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１４４人 

２ １／３の数        ５２，３８９人 

３ １／６の数        ２６，１９５人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５７，１６５人 

- 174 -



公平委員会  

 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 望 月 政 男 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月公平委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表市長部局の部病院の項中「診療支援部長」の次に「、医療支援センター長」

を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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農業委員会  
                     

甲府市農業委員会告示第３号   

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委

員会３月定例総会を、平成３０年３月２８日午後２時００分、甲府市南公

民館において開催し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業

委員会総会会議規則第２条の規定により公告する。  

 

  平成３０年３月２３日  

 

甲府市農業委員会会長  西  名  武  洋  

 

付議すべき事項  

１  農地法に基づく申請・届出等について  

２  特定農地貸付（市民農園）の承認について  

３  農地法第３条による農地の権利取得に係る下限面積の設定について  

４  平成３０年４月告示分農用地利用集積計画について  

５  平成３０年度甲府市農業委員会活動基本目標について  

６  平成３０年度甲府市農業委員会年間事業計画について  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第１号  

 甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  平成３０年３月１６日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

   甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規程第１４号）の一

部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「１万３，０００円」を「１万円」に、「９，０００円（職

員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち１人については１万１，０００

円）」を「１万円」に、「１万１，０００円）と」を「９，０００円）と」に改め

る。 

第１２条第１項第３号中「扶養親族たる子又は」を削り、「ある職員」の次に

「であって扶養親族たる子がないもの」を加え、同項第４号中「扶養親族たる子又

は」を削り、「職員」の次に「であって扶養親族たる子がないもの」を加える。 

第１６条の６第１項第１号中「１００分の１１５以上１００分の１９０」を

「１００分の１１０以上１００分の１８０」に、「１００分の１３９以上１００分

の２３０」を「１００分の１３４以上１００分の２２０」に改め、同項第２号中

「１００分の１０３．５以上１００分の１１５」を「１００分の９８．５以上

１００分の１１０」に、「１００分の１２４．５以上１００分の１３９」を

「１００分の１１９．５以上１００分の１３４」に改め、同項第３号及び第４号中

「１００分の９２」を「１００分の８７」に、「１００分の１１２」を「１００分

の１０７」に改める。 

第１６条の７第１項第１号中「１００分の４７」を「１００分の４４．５」に、

「１００分の５７」を「１００分の５４．５」に改め、同項第２号及び第３号中

「１００分の４３．５」を「１００分の４１」に、「１００分の５３．５」を

「１００分の５１」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （勤勉手当の成績率の経過措置） 

２ 当分の間、改正後の甲府市上下水道企業職員給与規程（以下「改正後の規程」

という。）第１６条の６及び第１６条の７の規定による勤勉手当の成績率につい
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ては、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に掲げる割合の範囲内で、管理者が定めるものとする。 

(1)地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された

職員（次号において「再任用職員」という。）以外の職員１００分の 

１８０（改正後の規程第１５条の５に規定する特定幹部職員（次号において

「特定幹部職員」という。）にあっては、１００分の２２０） 

(2)再任用職員 １００分の８５（特定幹部職員にあっては、１００分の１０５） 

（その他） 

３ 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 

 

 

- 178 -



甲府市上下水道局管理規程第２号  

 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程及び甲府市上下水道局庁舎管理規程の一

部を改正する規程を次のように定める。  

  平成３０年３月１６日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程及び甲府市上下水道局庁舎管理規程

の一部を改正する規程 

 （甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程（平成１７年３月管理規程第３

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表業務部、業務総室、工事検査課の項係の欄に「工事検査係」を加

え、同表工務部、下水道管理室、下水道課の項中「下水道第一係、下水道第二

係、管路維持第一係、管路維持第二係」を「整備係、維持第一係、維持第二係、

維持第三係」に改める。 

 別表工務部、水道管理室、水道課の項第４号中「配水施設の調査、設計、施

工及び維持管理」を「配水管理」に改め、同表工務部、水道管理室、浄水課の

項第３号中「浄水」の次に「、送水、配水」を加え、同表工務部、下水道管理

室、浄化センターの項第１号中「住吉」の次に「中継」を加える。 

 （甲府市上下水道局庁舎管理規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局庁舎管理規程（昭和５５年３月管理規程第１１号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条中「上下水道局本局庁舎、平瀬浄水場管理棟及び昭和浄水場管理

棟、」を「上下水道局本局（以下「本局」という。）の庁舎、平瀬浄水場管理

棟、昭和浄水場管理棟及び」に改め、「甲府市浄化センター」の次に「管理

棟」を加え、「その附属物並びにこれらの構内敷地」を「その場内敷地並びに

別表左欄に掲げる施設」に改める。 

 第４条を次のように改める。 

 （管理責任者） 

第４条 本局の庁舎等の管理責任者は総務課長、平瀬浄水場及び昭和浄水場の

庁舎等の管理責任者は浄水課長、甲府市浄化センターの庁舎等の管理責任者は

浄化センター課長とする。ただし、別表左欄に掲げる施設については、同表右

欄に掲げる者を管理責任者とする。 

 第６条第１項中「庁舎本館」を「本局の庁舎」に改め、同条第２項及び第３

項中「庁舎閉扉後」を「本局の庁舎閉扉後」に改める。  
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 第１２条第１項中「上下水道局」を「庁舎等」に、「上下水道局職員の中か

ら上下水道事業管理者が任命する。」を「第４条に規定する管理責任者の職に

ある者をもって充てる。」に改める。  

 別表を次のように改める。 

別表（第２条、第４条関係） 

施設          管理責任者 

宿直室 総務課長 

休養室 総務課長 

西庁舎書庫 総務課長 

防災倉庫 総務課長 

昭和北方水源（スポーツ施設及び資材置場を除く）  浄水課長 

昭和北方水源スポーツ施設（管理棟含む） 総務課長 

昭和北方水源資材置場 総務課長 

昭和浄水場資材倉庫 総務課長 

北部第１配水池 浄水課長 

住吉中継ポンプ場 浄化センター課長 

池添ポンプ場 浄化センター課長 

附属施設 担当課長 

   附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。  
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甲府市上下水道局告示第１６号 

 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に基づき、甲府市公共下水道

事業計画の変更案を策定したので、下水道法施行令第３条の規定により公告する。 

 

  平成３０年３月１日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

１ 予定処理区域の名称 

 千塚処理分区、和田処理分区、藤川第一処理分区、鎌田川第一処理分区、二川処

理分区、善光寺処理分区、里吉処理分区、山城第一処理分区、山城第二処理分区、

濁川東１処理分区、濁川東２処理分区、山城１処理分区、山城２処理分区、山城３

処理分区、善光寺１処理分区及び鎌田川処理分区 
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甲府市上下水道局告示第１７号 

 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に基づき、峡東流域下水道関

連甲府市公共下水道事業計画の変更案を策定したので、下水道法施行令第３条の規

定により公告する。 

 

  平成３０年３月１日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

 

１ 予定処理区域の名称 

 中－１－１処理分区、中－１－２処理分区、中－１－４処理分区、中－１－５処

理分区、中－２処理分区、中－４処理分区及び中－５処理分区 
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甲府市上下水道局告示第１８号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  平成３０年３月６日 

 

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

                  

 

指定番号   第２３６号 

指定業者名  オートリ工業 

所在地    中央市西花輪 2692-5 

代表者    小林 要志 
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甲府市上下水道局告示第１９号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月管理規程第３０号）第１１条の規定により告示する。 

 

平成３０年３月２８日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 堀内 正仁 

 

１ 甲府市下水道工事指定店 

  別紙名簿のとおり 

２ 指定期間 

  平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで  
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甲府市災害対策本部 
 

甲府市災害対策本部規程第１号 

 甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                  甲府市災害対策本部 長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市災害対策本部活動規程（昭和３９年８月災害対策本部規程第１号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１福祉保健部、福祉保健総室の項中「健康衛生班」を「健康増進班」に改め、「生

活福祉班」の項を削り、同表「保健所設置班」の項の次に「健康政策班」、「健康増進班」、

「衛生薬務担当課長班」の項を次のように加える。 

福祉保健総室 

（福祉保健総室

長） 

健康政策班 

（健康政策課長） 
部内各班への応援に関すること。 

健康増進班 

（健康増進課長） 
１ 感染症予防指導に関すること。 

２ 感染症の発生時等の消毒作業に関するこ 

と。 

３ 傷病者の収容及び応急手当に関すること。 

４ 医療救護運営連絡会議の運営に関するこ

と。 

５ 災害による遺体の処理に関すること。 

６ 公私医療機関との連絡に関すること。 

７ 地域保健活動チームの活動調整に関するこ

と。 

８ 避難行動要支援者等の対応に関すること。 

衛生薬務担当課

長班（衛生薬務担

当課長） 

部内各班への応援に関すること。 
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別表第１福祉保健部、長寿支援室の項中「地域包括支援班」を削り、同表「高齢者福祉

班」の項の前に「生活福祉班」の項を次のように加える。 

長寿支援室 

（長寿支援室長） 

生活福祉班 

（生活福祉課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第 1 産業部、農林振興室の項中「農地再生担当課長班」を「就農支援班」に改め、

同表「農政班」の次に「就農支援班」の項を次のように加える。 

農林振興室 

（農林振興室長） 

就農支援班 

（就農支援課長） 

 

１ 農作物、農耕地の被害状況調査及び応急 

対策に関すること。 

２ 家畜の応急対策、応急救護及び防疫に関す

ること。 

３ 農業団体等との連絡調整に関すること。 

４ 農業用施設等の被災証明書の交付に関す

ること。 

５ 農道、農業用施設等の被害状況調査及び復

旧工事に関すること。 

６ 農業集落排水施設の被害状況調査及び復

旧工事に関すること。 

 

別表第１建設部、まち開発室の項中「都市計画班」の次に「立地適正化担当課長班」の

項を次のように加える。 

まち開発室 

（まち開発室長） 

立地適正化担当

課長班 

（立地適正化担

当課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第１病院部、病院事務総室の項中「診療支援班」の次に「医療支援センター班」の

項を次のように加える。 

病院事務総室 

（病院事務総室長） 

医療支援セン 

ター班 

（医療支援セン

ター長） 

医療班への応援に関すること。 

別表第１教育部、生涯学習室の項中「生涯学習文化班」を「生涯学習班」、「歴史文化財

班」に改め、「冬季国体班」を削除し、同表「スポーツ班」の前に「生涯学習班」、「歴史文

化財班」の項を次のように加える。 

生涯学習室 

（生涯学習室長） 

生涯学習班 

（生涯学習課長） 

部内各班への応援に関すること。 

歴史文化財班 

（歴史文化財課

長） 

文化財の被害状況の調査及び保全措置に関 

すること。 
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スポーツ班 

（スポーツ課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第２(別紙その１)の危機管理部、危機管理室の項中に「危機管理課」を加え、産業

部、産業総室・農林振興室の「農地再生担当課長」を「就農支援課」に改める。 

部等 室等 部長が指名する職員の課等 

危機管理部 危機管理室 防災企画課・防災指導課・危機管理課 

産業部 産業総室・農林振興

室 

総務課・農政課・就農支援課・林政課 

 

別表第２(別紙その２)の産業部、産業総室・農林振興室の「農地再生担当課長」を「就

農支援課」に改める。 

部等 室等 部長が指名する職員の課等 

産業部 全室 総務課・農政課・就農支援課・林政課・農業委員

会事務局 

   

 附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する 
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甲府市地震災害警戒本部 
 

甲府市地震災害警戒本部規程第１号 

 甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３０年３月３０日 

 

 

                 甲府市地震災害警戒本部長  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市地震災害警戒本部活動規程（昭和３９年８月災害対策本部規程第１号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１福祉保健部、福祉保健総室の項中「健康衛生班」を「健康増進班」に改

め、「生活福祉班」の項を削り、同表「保健所設置班」の項の次に「健康政策班」、

「健康増進班」、「衛生薬務担当課長班」の項を次のように加える。 

福祉保健総室

（福祉保健総

室長） 

健康政策班 

（健康政策課長） 
部内各班への応援に関すること。 

健康増進班 

（健康増進課長） 
１ 公私医療機関との連絡に関すること。 

２ 応急医療体制の準備に関すること。 

３ 避難行動要支援者等の事前避難等に

関すること。 

衛生薬務担当課長

班（衛生薬務担当

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

 

別表第１福祉保健部、長寿支援室の項中「地域包括支援班」を削り、同表「高齢

者福祉班」の項の前に「生活福祉班」の項を次のように加える。 

長寿支援室 

（長寿支援室

長） 

生活福祉班 

（生活福祉課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第 1 産業部、農林振興室の項中「農地再生担当課長班」を「就農支援班」に

改め、同表「農政班」の次に「就農支援班」の項を次のように加える。 
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農林振興室 

（農林振興室

長） 

就農支援班 

（就農支援課長） 

 

１ 農業団体等の施設、設備への応急対策

に関すること。 

２ 農業団体等との連絡調整に関するこ

と。 

３ 農道、農業用施設等の被害状況調査及

び応急措置に関すること。 

４ 農業集落排水施設の被害状況調査及

び応急措置に関すること。 

 

別表第１建設部、まち開発室の項中「都市計画班」の次に「立地適正化担当課長

班」の項を次のように加える。 

まち開発室（ま

ち開発室長） 

立地適正化担当課

長班 

（立地適正化担当

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

別表第１病院部、病院事務総室の項中「診療支援班」の次に「医療支援センター

班」の項を次のように加える。 

病院事務総室

（病院事務総

室長） 

医療支援セン 

ター班 

（医療支援センタ

ー長） 

医療班への応援に関すること。 

 

 

別表第１教育部、生涯学習室の項中「生涯学習文化班」を「生涯学習班」、「歴史

文化財班」に改め、「冬季国体班」を削除し、同表「スポーツ班」の前に「生涯学習

班」、「歴史文化財班」の項を次のように加える。 

生涯学習室（生

涯学習室長） 

生涯学習班 

（生涯学習課長） 

部内各班への応援に関すること。 

歴史文化財班 

（歴史文化財課長） 

文化財の被害状況の調査及び保全措置に

関すること。 

スポーツ班 

（スポーツ課長） 

部内各班への応援に関すること。 

    

附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する 
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任免辞令 
（市長事務部局） 

 

市長直轄組織 危機管理室 室長 矢野  均 

総務部 

 

部長 輿石 十直 

市民部 税務統括監 部長 曽雌 芳典 

市民部 市民総室 総務課 課長補佐 京嶋  哲 

市民部 収納管理室 滞納整理課 係長 雨宮 国彦 

福祉保健部 長寿支援室 障がい福祉課 課長補佐 小池  洋 

福祉保健部 長寿支援室 障がい福祉課 課長補佐 櫻林 晋二 

子ども未来部 子ども未来総室 子ども保育課 技能主任 堀内 秋子 

子ども未来部 子ども未来総室 子ども保育課 係長 柳川 真由美 

環境部 環境総室 総務課 統括主任 川野 典人 

環境部 廃棄物対策室 減量課 課長 萩原 貫二 

環境部 廃棄物対策室 減量課 技能主任 三浦 正幸 

環境部 廃棄物対策室 収集課 技能主任 平山 久一 

環境部 廃棄物対策室 収集課 統括主任 赤澤 利雄 

環境部 廃棄物対策室 収集課 技能主任 清水  淳 

環境部 廃棄物対策室 処理課 統括主任 初鹿 祐二 

環境部 廃棄物対策室 処理課 統括主任 山田  実 

産業部 産業総室 室長 樋口 優子 

産業部 農林振興室 室長 小林 正実 

産業部 農林振興室 農政課 主任 安部 美智子 

産業部 農林振興室 林政課 作業主任 小池 光男 

建設部 

 

部長 秋山 益貴 

建設部 建設総室 住宅課 課長 坂本 雅哉 

建設部 まち開発室 都市整備課 主幹 深澤  積 

建設部 まち保全室 公園緑地課 技能主任 望月 多加志 

建設部 まち保全室 道路河川課 主幹 網野  仁 

 

会計管理者 室長 石原 賢二 

市立甲府病院 看護部 副看護部長 神宮司 勝美 

市立甲府病院 看護部 看護部長 小田切 まさこ 

市立甲府病院 看護部 看護師長 窪島 則子 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  
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環境部 

 

部長 亀田 光仁 

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合への派遣を解く 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

 

市長直轄組織 都市戦略室 ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 主任 佐野 いずみ 

市長直轄組織 危機管理室 防災企画課 係長 伊藤  潤 

市民部 収納管理室 収納課 主任 上野 聡子 

福祉保健部 福祉保健総室 保健所設置課 係長 中村 圭太 

福祉保健部 福祉保健総室 生活福祉課 係長 三浦 顯承 

子ども未来部 子ども未来総室 子ども支援課 係長 立川 みわ 

子ども未来部 子ども未来総室 子ども保育課 主事 渡邊 郁美 

子ども未来部 子ども未来総室 子ども保育課 主任 小林 奈美 

環境部 廃棄物対策室 減量課 係長 市川 和徳 

産業部 農林振興室 林政課 技師 清水 浩香 

産業部 市場経営室 経営管理課 主任 桑原 秀明 

建設部 まち開発室 都市計画課 技師 加藤 友浩 

市立甲府病院 診療部 医師 渡邉  博 

市立甲府病院 診療部 科長 辰巳 明久 

市立甲府病院 診療部 医師 石田 剛士 

市立甲府病院 診療部 医師 杉田 聖子 

市立甲府病院 診療部 医師 内沼 裕幸 

市立甲府病院 診療部 医師 名取 高広 

市立甲府病院 診療部 科長 成松  巌 

市立甲府病院 診療部 医長 笹津 聡子 

市立甲府病院 診療部 科長 和久田 みゆき 

市立甲府病院 看護部 副看護師長 石川 美好 

市立甲府病院 看護部 主任 渡邉 逸美 

市立甲府病院 看護部 主任 古川 優子 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成３０年 ３月３１日 

 

（議会事務局） 

議会事務局  部長 古屋 昭仁 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

以 上      発 令 日  平成３０年 ３月３１日 

 

（教育委員会） 
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教育部  部長 小林 和彦 

教育部 教育総室 甲府商科専門学校事務局 課長補佐 中込 好和 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 課長補佐 米山 良夫 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 係長 望月 敏彦 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 課長補佐 森澤 正人 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 係長 橘田  衛 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 係長 藥袋  正 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 主幹 土屋 明彦 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 係長 遠藤  洋 

教育部 生涯学習室 生涯学習文化課 係長 堀内  亨 

（各通） 

退職を承認する 

以 上      発 令 日  平成３０年 ３月３１日 

 

（選挙管理委員会事務局） 

選挙管理委員会事務局  室長 石川 甚徳 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

以 上      発 令 日  平成３０年 ３月３１日 

 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局  室長 樋口  昇 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

以 上      発 令 日  平成３０年 ３月３１日 

 

（上下水道局） 

業務部                 部長      堀 内 正 仁 

業務部  営業管理室          室長      大須賀   貢 

業務部  営業管理室   給排水課   課長補佐    土 橋   寛 

工務部                 部長      深 澤   隆 

 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする  

 

                  

工務部  水道管理室   浄水課    技師      伊 藤 紫 織 
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工務部  水道管理室   浄水課    技師      有 野   貴 

退職を承認する  

以 上  発令日  平成３０年３月３１日 
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